
個人事業者等向け

2022年5月20日時点版

事業復活支援金事務局
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通常申請

申請時の注意事項

特例申請

1.P.16

2.P.26

P.55

P.97

1.P.2
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2.P.8

̞

̞
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1. ṕểṖ

Ḵ

事業復活支援金相談窓口 0120 -789 -140
[IP 電話専用回線]03 -6834 -7593

営業時間 8:30 ～19:00 （土日、祝日含む全日対応）

ẑ HP

事業復活支援金の給付の申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通じて登録した登録確認機
関から以下の（1）から（4）に該当することの確認を受ける必要があります。
（1）事業を実施していること
（2）新型コロナウイルス感染症影響を受けていること
（3）給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
（4）その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること

̞登録確認機関による事前確認に必要な書類や確認内容、依頼方法については、事業復活支
援金HPをご確認ください

2022 1 31 Ṍ2022 6 17
6 17 ( ) しました。

なお、 ID 5 31 ( )
また、申請前に必要な 6 14 ( ) となります。

※2月を対象月として申請される方は、3月から申請可能となります。

※3月を対象月として申請される方は、4月から申請可能となります。

以下のいずれかに該当する場合は、 です。

の方

の方

※1：事業形態/申請主体の変更については、P.10をご参照ください。

事業復活支援金は、 により、
大きな影響を受け、（以下この影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。）

している （以下「中小法人等」）及び
（以下「個人事業者等」）に対して、2021年11月から2022年3月までの期間（以

下「対象期間」という。）における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事
業全般に広く使える支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

ただし、上記に該当する場合でも、直近の一時支援金又は月次支援金の受給時から、

/ ṕẑểṖ については、 となります。

https://jigyou -fukkatsu.go.jp

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


50% Ḳ50
30Ṿ 50Ṿ Ḳ30

ú5

新型コロナウイルス感染症影響を受けて、自らの事業判断によらず、基準月と比較
して、 30% 2021 11 Ṍ2022 3

ÅXḲ2018 11 Ṍ2019 3
ÅYḲ2019 11 Ṍ2020 3
ÅZḲ2020 11 Ṍ2021 3
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1. ṕểṖ

新型コロナウイルス感染症影響で個人事業収入が減少した事業者に対し、5か月分（11～3
月）の個人事業収入の減少額を基準に算定した額を一括給付します。
個人事業収入の 50 Ṿ 50 、 30 Ṿ 50 Ṿ

30 です。

̞ 対象月の該当性の判断や給付額の算定に当たっては、
（持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、J-

LODlive補助金、地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じた者への協力金、事業再構築補助金、雇用調整助成金

（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）等） ただし、
、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力金等の

額のうち を 。 21 。

１ー対象月の個人事業収入／基準月の個人事業収入

基準期間の対象月と同じ月
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1. ṕỄṖ

の方向けです。

̞ 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、
ṕ

Ṗ に従って申請を行ってください。

XḲ2018 11 Ṍ2019 3
YḲ2019 11 Ṍ2020 3
ZḲ2020 11 Ṍ2021 3

Å事業復活支援金では基準期間が年をまたぐため、算定の基礎として2
を使用します。

Å 、「 」の項目で確定申告している必
要がございます。（一部の特例申請を除く）

■確定申告書第一表（Ｂ様式） ご自身が選択した基準期間がまたぐいず
れかの年で、確定申告書における事業
収入の欄に金額の記載がある（「０
円」ではない）方が対象になります。
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1. ṕỄṖ

基準期間
個人事業で
の申請可否

確定申告の事業区分

2018年 2019年 2020年 2021年

X
2018/11 ～

2019/3

Ṇ
事業収入
あり

事業収入
あり

事業収入
あり※２

提出不要

Ṇ
事業収入
なし

事業収入
あり

事業収入
あり※２

提出不要

Ṇ
事業収入
あり

事業収入
なし

事業収入
あり※２

提出不要

ú※１
事業収入
なし

事業収入
なし

事業収入
あり

提出不要

Y
2019/11 ～

2020/3

Ṇ 提出不要
事業収入
あり

事業収入
あり※２

提出不要

Ṇ 提出不要
事業収入
なし

事業収入
あり

提出不要

Z
2020/11 ～

2021/3

Ṇ 提出不要
事業収入
あり

事業収入
あり

事業収入
あり※２

Ṇ 提出不要
事業収入
なし

事業収入
あり

事業収入
あり※２

Ṇ 提出不要
事業収入
あり

事業収入
なし

事業収入
あり

Ṇ 提出不要
事業収入
なし

事業収入
なし

事業収入
あり

ṕ Ṗ
：給付額算定時に参照する年

※1：基準期間をY、又はZとすることで申請可能となる場合がございます
※２：当該年に事業収入がない場合にも給付対象となりえますが、2019年以前から事業を行っており、2021年11月から2022年3
月の間にも事業収入があることや、今後も事業の継続の意思があることが必要です。
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1. ṕỄṖ

ṕẑṖ

※書類の具体例：自治体等の要請文、他者がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが分かる公表文、自らの事業との関連性を示す書類（店舗写真等）等

ḵ ḵ

(
( Ḳ ) )

に伴う を受け、
50Ṿ 30% 50% している必要があります。

に伴う、自らの財・サービスの

に伴う、自らの財・サービスの

に伴う、自らの財・サービスの

に伴う、自らの財・サービスの

に伴う、自らの財・サービスの

ẑ Ṍ Ṍ
に伴う、自らの財・サービスへの

※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

に伴う、自らの財・サービスの提供に

に伴う、自らの財・サービスの提供に

に伴う、自らの財・サービスの提供に
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通常申請

申請時の注意事項

特例申請

1.P.16

2.P.26

P.55

P.97

1.P.2

はじめに

2.P.8

̞

̞
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一時支援金や、月次支援金の 、中小企業
庁が事務局を通じて登録した、事前確認を実施する登録確認機関との で

。

ṕ Ṗ2.  ṕểṖ

V

Å事前確認不要（一時支援金又は月次支援金の
IDで申請いただけます）

Å一部確認
ü 新型コロナウイルス感染症影響の口頭確認
※2

ü 給付要件の理解を確認

Å全部確認
ü 本人確認
ü 形式書類・要件確認
Å 申請書類、帳簿書類の有無の確認
Å 基準月の一取引及び任意の一取引につい
て、売上証憑の一部（請求書又は領収
書と、通帳）の記載を突合

ü 新型コロナウイルス感染症影響の口頭確認
ü 給付要件の理解を確認

V

中小企業庁が事務局を通じて登録した を有している事業者のことをい
い、具体的には以下の事業者が該当します。

ẑ1

（過去1年以上継続又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る。）

（過去1年以上継続又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る。）

ṕ Ṗ

（事業者の本業で2019年～2021年の間に毎年１回以上の支援実績があるものに限る。）

※1会員・組合員が、設立に当たり行政庁の許認可を得た、中小事業者に関する組合である場合には、さ
らにその会員・組合員である申請希望者についても継続的支援関係として扱うことが可能です（ただし、あ
くまで登録確認機関が直接確認することが必要です）。

※2登録確認機関が、当該事業者の新型コロナウイルス感染症影響による売上減少の要因を把握済みの場合は、省
略可能です。



を受給した
ことがありますか？（※1）

No

直近の支援金受給時から、
しますか？（③に伴う特例区分の

変更を除く）

直近の支援金の受給時から本人確認書
類、振込先の通帳、入力内容(連絡先
除く)に修正・変更はありますか？

/

直近の支援金受給時から、
（合併/

事業承継/法人成り）がありますか？

ID

申請IDを発番し、事前確
認を受けた上で基本申請を

行ってください

No

NoYes

1
パターン

Yes

Yes

申請区分とは、通常申請、特例申請を
指します。

直近の支援金受給時：A-1特例
今回の事業復活支援金申請時：通常申
請
※申請区分の変更：通常申請から特例申請
への変更、特例申請から通常申請への変更、
特例申請から別の特例申請への変更を含む。
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事業形態とは、「中小法人」、「個人事業者
等」、「雑・給与所得で確定申告した個人
事業者等」の3種類を指します。

直近の支援金受給時は「個人事業者等」で
あったが、法人成りにより今回の事業復活支
援金申請時は「中小法人」に該当する場合

合併・事業承継・法人成りに伴い、申請の
主体者が変更となることを指します。

直近の支援金受給時はA氏が申請を行った
が、A氏の息子であるB氏に事業承継し、
今回の事業復活支援金申請時はB氏が申
請する場合

ṕ Ṗ には、事業復活支援金の申請を
行う際は、 。

※1 受給した支援金のマイページ上のステータスが「振込完了」となっている必要がございます。
※2 ID ID
ṕ Ṗ

ṕ Ṗ2.  ṕỄṖ

登録確認機関と
継続的な支援関係
がありますか？

No Yes

ID

申請IDを発番し、事前確
認を受けた上で基本申請を

行ってください

2
パターン

-

マイページにログインし、
基本申請を行ってください
（事前確認は不要です）

3
パターン

-

マイページにログインし、
簡単申請を行ってください
（事前確認は不要です）

4
パターン

IDID
ID

β2

ID

β2

Yes

No



ID
申請IDの発番・マイページの作成 必要 必要 不要 不要 －

登録確認機関の事前確認 必要 必要 不要 不要 －

宣誓・同意事項のチェック 必要 必要 必要 必要 －

コロナ影響の選択 必要 不要 不要 不要 P.28

基本情報の入力 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可※1)
P.29

申請者本人名義の
振込先口座情報の入力

必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.30

売上情報の入力 必要 必要 必要 必要 P.30

確定申告書類の添付 必要 必要 必要 必要
P.32
~44

対象月の売上台帳等の添付 必要 必要 必要 必要 P.45

振込先の通帳の添付 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.46

本人確認書類の写しの添付 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.47

宣誓・同意書の添付 必要 必要 必要 必要 P.48

基準月の売上台帳等の添付 必要 不要 不要 不要 P.50

基準月の売上に係る通帳等の添
付

必要 不要 不要 不要 P.51

基準月の売上に係る1取引分の
請求書・領収書等の添付

必要 不要 不要 不要 P.52

2018年11月から対象月までの、
確定申告書類の裏付けとなる帳
簿書類および通帳を7年間保存

必要 必要 必要 必要 P.15

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

※1  事務局からの連絡先のみ変更が可能です。
─ 11 ─

Ẍ
ÅP.10のフローチャートより申請パターンをご確認ください。

Å一時支援金又は月次支援金の受給実績のある基本申請（パターン3）、簡単申請（パターン4）の場合、
申請開始時点において、直近に受給した一時支援金又は月次支援金の基本申請の一部の入力情報及
び証拠書類がコピーされます。本人確認書類、振込先の通帳について、直近受給した際の入力情報又は
証拠書類を修正する必要がある場合は、基本申請（パターン3）より、情報の再入力、証拠書類の再添
付を行ってください。

ṕ
Ṗ2.  ṕễṖ

3
マイページログイン

-



Ṋ

※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡します。

(P.30)

(P.30)

─ 12 ─

※申請後に、事業の継続及び立て直しに向けた具体的な取組についてのアンケートにご回答ください。

1 (P.10 Ṗ

など（P.31~ ）

●基準月の売上台帳等

●基準月の売上に係る通帳

●基準月の売上に係る1取引分の
請求書・領収書等

マイページにて入力

1
HP

ID

登録確認機関の確認を受ける

書類を準備の上、登録確認機関に事前確認を依頼する

̞登録確認機関による事前確認に必要な書類や確認内容、依頼方法に
ついては、事業復活支援金HPをご確認ください

2

3

4

5

6 ●宣誓・同意事項

●基本情報

(P.19)

(P.29)

●口座情報

●売上額

7

必要書類を添付

※スマホなどの写真画像でも可（できるだけきれいに撮影してください）

●確定申告書類の控え

●対象月の売上台帳等

●本人確認書類の写し

事業復活支援金ホームページへアクセスする

ṕ
Ṗ2.  ṕỆṖ

仮登録（申請ID発番）するボタンを押して、
電話番号、メールアドレスを入力し、申請区分
を選択して、仮登録する

入力したメールアドレス宛に本登録用メールが
届いていることを確認し、ログインID及びパス
ワードを設定すると、申請IDが発番され、マイ
ページが作成される

【一時支援金又は月次支援金
を申請したことがある場合】

既存のログインID及び
パスワードを用いてログイン

https://jigyou -fukkatsu.go.jp

https://jigyou -fukkatsu.go.jp

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


Ṋ

※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡します。

2 (P.10 Ṗ
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※申請後に、事業の継続及び立て直しに向けた具体的な取組についてのアンケートにご回答ください。

マイページにて入力

1
HP

ID

登録確認機関の確認を受ける

書類を準備の上、登録確認機関に事前確認を依頼する

̞登録確認機関による事前確認に必要な書類や確認内容、依頼方法に
ついては、事業復活支援金HPをご確認ください4

5

6 ●宣誓・同意事項

●基本情報

(P.19)

(P.29)

●口座情報

●売上額

7

必要書類を添付

※スマホなどの写真画像でも可（できるだけきれいに撮影してください）

など（P.31~ ）

●確定申告書類の控え

●対象月の売上台帳等

●本人確認書類の写し

(P.30)

(P.30)

事業復活支援金ホームページへアクセスする

ṕ
Ṗ2.  ṕỆṖ

2

3

仮登録（申請ID発番）するボタンを押して、
電話番号、メールアドレスを入力し、申請区分
を選択して、仮登録する

入力したメールアドレス宛に本登録用メールが
届いていることを確認し、ログインID及びパス
ワードを設定すると、申請IDが発番され、マイ
ページが作成される

【一時支援金又は月次支援金
を申請したことがある場合】

既存のログインID及び
パスワードを用いてログイン

https://jigyou -fukkatsu.go.jp

https://jigyou -fukkatsu.go.jp

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


必要書類を添付

※スマホなどの写真画像でも可

（できるだけきれいに撮影してください）

マイページにて入力

など（P.31~ ）

Ṋ

※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡します。

3

4

●確定申告書類の控え
●対象月の売上台帳等
●既存添付資料のうち修正書類・
追加書類

●宣誓・同意書

3 (P.10 Ṗ 4 (P.10 Ṗ

必要書類を添付

※スマホなどの写真画像でも可

（できるだけきれいに撮影してください）

など（P.31~ ）

4

●確定申告書類の控え
●対象月の売上台帳等
●既存添付資料のうち修正書類・
追加書類（本人確認書類と振
込先の通帳を除く）

●宣誓・同意書

マイページにて入力

3
●宣誓・同意事項

●基本情報のうち
●変更がある箇所

●売上額

(P.19)

(P.29)

(P.30)

●宣誓・同意事項

●売上額

(P.19)

(P.30)
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事業復活支援金ホームページへアクセスする

マイページにログインするỄ

ể

※申請後に、事業の継続及び立て直しに向けた具体的な取組についてのアンケートにご回答ください。

ṕ
Ṗ2.  ṕỆṖ

https://jigyou -fukkatsu.go.jp

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
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2. ṕệṖ

帳簿書類※ 通帳

¸ 帳簿書類に記載の取引に関する入出金
記録が記帳された通帳

¸ 収入金額や経費を記載した帳簿等
¸ 請求書、領収書等

※青色申告者・白色申告者ともに、税法に基づいて、帳簿書類を一定期間保存する必要があります。

取引の裏付け
となる証憑

取引の一致
日付/取引先/取引金額

取引内容の一致
（日付/取引先/取引金額）

日付、商品名、取引先、
取引金額等の基本的
な情報を記載

2018 11 の、確定申告書類の裏付けとなる全ての ỉ
があります。（代表例は以下のとおり）

※申請時の提出は不要ですが、申請後に提出を求める場合がございます。
※なお、給付要件を満たさないおそれがある場合は、保存書類以外にも書類の提出を求める場合があります。
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通常申請

申請時の注意事項

特例申請

1.P.16

2.P.26

P.55

P.97

1.P.2

はじめに

2.P.8

̞

̞



事業復活支援金の給付の申請者は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は
供給の制約により、大きな影響を受け（この影響を総称して、「新型コロナウイルス感染症影響」という。）、

、対象期間内に 30Ṿ
が存在するものであって、以下の( 1)～( 2)の給付要件をいずれも満たす必要があります。

(1) 2019
ṕ Ṗ

※個人事業収入は（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１項第３７号に規定する確定申告書（以下「個人確定申
告書」という。）の第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の考え方によるものとし、年間の個人事業収入（以
下「年間個人事業収入」という。)は当該欄に記載されるものを用いるものとする。

※ただし、第８条第２号イに基づき市町村民税、特別区民税又は都道府県民税（以下「住民税」という。）の申告書類の控えを用い
る場合には、年間個人事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式（５号の４）における「収入金額等」の事業欄に相当す
る箇所に記載されるもので代替することとする。

※なお、課税特例措置により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上（収入）金額」欄又は収支内訳書における「収入金
額」欄の金額が異なる場合には、「売上（収入）金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額を用いることができる。（以
下同じ。）

(2) 、 、
30Ṿ

̞この該当性の判断や給付額の算定に当たっては、
（持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、 J-

LODlive補助金、地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じた者への協力金、事業再構築補助金、雇用調整助
成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）等） ただし、

、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給し
た協力金等の額のうち を 。
P.21 。
※この該当性の判断において、基準期間の任意の月を含む年分について青色申告を行っている場合は、当該任意の月の月間の個人事
業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上（収入）金額及び仕入金額」欄の「売上（収入）金額」の額を用いることと
する。ただし、基準期間の任意の月を含む年分について青色申告を行っている場合であっても以下のいずれか①～③を満たす者の場
合は、白色申告を行っている者等と同様に、基準期間の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。
① 所得税青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合
② 所得税青色申告決算書に月間の個人事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない場合
③ 合理的な事由により当該書類を提出できないものと事務局が認める場合

※この該当性の判断において、基準期間の任意の月を含む年分について、「白色申告を行っている場合」、「個人確定申告書に所得税
青色申告決算書（農業所得用）の控えを用いる場合」「住民税の申告書類の控えを用いる場合」は、月次の個人事業収入が記載
されないことから、当該年における年間個人事業収入を12で除したものを、当該任意の月の月間の個人事業収入とみなす。

1. 
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Ḳ ṕ
Ṗ

【参考】期間等の定義
Å対象期間 ：2021年11月から2022年3月までの期間
Å基準期間 ：2018 年11月から2019 年3月まで、2019 年11月から2020 年3月まで又は2020 年11月から

2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間
Å対象月 ：対象期間のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、月間の個人事業収入が30％

以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月
Å基準月 ：基準期間の対象月と同じ月



1. 
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下記の（1）から（7）までのいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。※１

（1）事業復活支援金に関する給付通知を受け取った者

（2）支援金等※２に係る不正受給を行った者

※２ 持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金

（3）国、法人税法別表第1に規定する公共法人

（4）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に規定
する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者

（5）政治団体

（6）宗教上の組織又は団体

（7）（1）~（6）に掲げる者のほか、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小
企業庁長官が判断する者

※１ 不給付要件のいずれかに該当する者は、たとえ不給付要件に該当しない他の事業を行っている場合で
あっても、事業復活支援金を受給することはできません。



1.
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給付の申請を行う全ての対象月分の事業復活支援金について、次の（1）から（4）までのいずれにも宣誓し、次の
（5）から（10）までのいずれにも同意する必要があります。また、虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違
反した場合、中小企業庁長官（以下「長官」）が給付額を決定する前であれば、事業復活支援金の申請を取り下
げ、既に事業復活支援金の給付を受けていた場合は速やかに事業復活支援金事務局に返還します。

̞ 宣誓・同意書の添付に加え、申請画面においても、宣誓・同意頂きます。

ẇ

（1）事業復活支援金に係る こと

※
· 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、 （事業活動に季
節性があるケース（例：夏場の海水浴場）における繁忙期や農産物の出荷時期以外など）
ことにより、算定上の売上が減少している場合

· により売上が減少している場合
· 要請等に基づかない 、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで

等により売上が減少している場合等

（2）給付規程に定める基本情報及び証拠書類等（以下「基本情報等」という。）に こと

（3）給付規程で定める について遵守すること

（4）事業復活支援金の給付を受けた後にも をする意思があり、事業の継続及び立て直
しのための取組を対象月以降に継続的に行うこと

（5）給付規程で定める
ỉ し、給

付要件を満たさないおそれがある場合等には、又は長官が委任若しくは準委任した者
すること

※帳簿書類とは、日付、取引先、取引内容、取引金額等が証拠書類とともに確認できる売上台帳、経費台
帳、請求書、領収書等を指す。

（6）事務局等が給付規程に基づいて行う こと

（7）給付規程に定める が発覚した場合には、給付規程に従い、給付を受けた事業復
活支援金について、 ほか、申請者の

がとられることがあること

（8）事業復活支援金、月次支援金、一時支援金、持続化給付金及び家賃支援給付金（以下これらを総称し
て、この項において「支援金等」という。）の給付の申請に当たって

が、
され、基本情報等の提出時に給付申請が

された支援金等以外を含む 場合があること

（9） が事業復活支援金の事務並びに
（実施することが決定している支援策であって、中小企業庁が基本情報等の提供の

必要があると認める支援策に限る。） 場合（給付要件の充足性を判断
するために事務局又は中小企業庁が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。）及び事業復
活支援金の ṕ Ṗ 場合
（給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の個人情報を第三者から取得する
場合を含む。）があること

（10） こと



事業復活支援金の給付額は、それぞれ（１）又は（２）に定める金額を超えない範囲で、

ệ

とする。

（１）基準月の月間の個人事業収入と比較して、対象月の月間の個人事業収入の減少が

50 Ṿ 50

（２）基準月の月間の個人事業収入と比較して、対象月の月間の個人事業収入の減少が

30 Ṿ 50 Ṿ 30

Ẍ

ỞḲ ṕ Ṗ

ỌḲ

※白色申告等の場合、基準期間の11,12 月を含む年の年間事業収入÷12×2+
基準期間の1,2,3 月を含む年の年間事業収入÷12×3

ọḲ

SṬA Bú5

Ẍ

̞対象月の該当性の判断や給付額の算定に当たっては、
（持続化給付金や家賃支援給

付金、一時支援金、月次支援金、J-LODlive補助金、地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応
じた者への協力金、事業再構築補助金、雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）
等） ただし、

、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力金等の額の
うち を 。
P.21 。
そのため、「確定申告書に記載の個人事業収入等」と「申請フォームに記載の個人事業収入」に相違があって
も、不正受給等のおそれがある等の理由により調査等が必要であると事務局が認める場合を除き、原則として、
事務局からは、その記載内容の確認や修正等の依頼は致しません。確定申告に当たっての給付金等の計上
区分については、以下をご参照ください。

1. 

ṕhttps://www.meti.go.jp/covid - 19/pdf/jyoseikin_kazei.pdf Ṗ
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50%
50

30Ṿ 50Ṿ
30

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jyoseikin_kazei.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jyoseikin_kazei.pdf


1.

※ は、以下の対応も必要です。

ṕ Ṗ ṕẑṖ

※書類の具体例：給付決定通知書、振込先口座の通帳等

ṕ Ṗ
→ 「 ú 」

例： 要請期間（1月21日～2月13日）の全日協力し、72万円（3万円×24日間(1月は11日間)）
の協力金を受給。事業復活支援金では1月（月間事業収入100 万円）を対象月として選択。

Ẍ （給付額の計算においても同様）

Ẍ （給付額の計算においても同様）

対象月 対象月

Ṯ ṯ Ṯ ṯ

基準月（対象月の比較対象となる月）

※ 基準月については、当該月中に時短要請等に
応じた分の協力金等を加えません。

30Ṿ

50Ṿ

（対象月より後に受給するものも含む）

※30%以上減少が要件

対象月基準月（対象月の比較対象となる月）

に当たっては、各月の事業収入に、 国又は地方公共
団体による支援施策により得た ṕẑṖ は、 。
※ 事業収入に含まれるものの、算定上控除する給付金等としては、例えば以下が挙げられます。
Å新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金等（持続化給付金､家賃支援給付金､一時支援金､月次支援
金､J-LODlive補助金、事業再構築補助金、雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）等）
Å地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等（「時短要請等」）に応じた者への協力金等
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、それに伴う ṕẑểṖ （受給しようとする場
合を含む。）は、 （※２※３）を、 。
※１ 時短要請等に応じた者に対しての給付で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交
付金が充てられるもの。（各協力金等が上記に該当するかは、当該地方公共団体のHP等をご確認いただき、不明な点は当該
地方公共団体にお問い合わせください。）

※２ 対象月中に受給するもののみならず、対象月以降に（対象月に時短要請等に応じた分として）受給するものも含みます。
※３ 協力金等を申請予定又は申請中であって給付決定前の場合は、申請者が受給を見込む額又は申請額を用いることとします。



【給付額の算定例1】2019 11 Ṍ2020 3 、11 とする場合

A：基準期間の個人事業収入：180万円

B：2021 年11月の月間個人事業収入：30万円

※2019年11月の月間個人事業収入60万円に対して、2021 年11月の月間個人事業収入が30万円で
あり、2019 年の対象月と同じ月と比較して50％以上減少しているため給付対象（上限額50万円）となり
ます。

30 Ṭ180 Ṩ30 ú5

30 <50 ṕ Ṗ

SḲ 30

2019年 2020年 基準期間

合計11月 12月 1月 2月 3月

60 30 30 30 30 180

̞青色申告を行っている者で、

① 所得税青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合

② 所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない場合

③ 合理的な事由により当該書類を提出できないものと事務局が認める場合

のいずれかを満たす者の場合は、白色申告を行っている者等と同様に、基準期間の月平均の個人事業収入
と対象月の月間個人事業収入を比較することとする。

1. ṕ Ṗ

【給付額の算定例2】2018 11 Ṍ2019 3 、2 とする場合

A：基準期間の個人事業収入：150万円

B：2022 年2月の月間個人事業収入：20万円

※2019年2月の月間個人事業収入30万円に対して、2022 年2月の月間個人事業収入20万円であり、
2019 年の対象月の同じ月と比較して30％以上50％未満減少しているため給付対象（上限額30万円）
となります。

50 Ṭ150 Ṩ20 ú5

50 ṯ30 ṕ Ṗ

SḲ 30
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2018年 2019年 基準期間

合計11月 12月 1月 2月 3月

30 30 30 30 30 150

2021年 2022年

11月 12月 1月 2月 3月

30 40 40 40 40

2021年 2022年

11月 12月 1月 2月 3月

40 40 40 20 40

ṕ Ṗ



1. ṕ Ṗ

【給付額の算定例3】2019 11 Ṍ2020 3 11 とする場合
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A：2019 年の基準期間の個人事業収入の月平均×2（120万円）＋
2020 年の基準期間の個人事業収入の月平均×3（90万円）

＝210万円

B：2021 年11月の月間個人事業収入：30万円

※基準期間のうち、対象月と同じ月を含む年の月平均の個人事業収入が60万円、
2021 年11月の月間個人事業収入が30万円であり、基準期間の対象月と同じ月と比較して50％以上
減少しているため給付対象（上限額50万円）となります。

60 Ṭ210 Ṩ30 ú5

60 ṯ50 ṕ Ṗ

SḲ 50

【給付額の算定例4】2018 11 Ṍ2019 3 2 とする場合

2019年

個人事業収入の月平均 年間個人事業収入

60ṕ=720 ė12Ṗ 720

2020年

個人事業収入の月平均 年間個人事業収入

30（=360 ÷12） 360

2018年

月平均の個人事業収入 年間個人事業収入

30（=360 ÷12） 360

2019年

月平均の個人事業収入 年間個人事業収入

60ṕ=720 ė12Ṗ 720

A：2018 年の基準期間の個人事業収入の月平均×2（60万円）＋
2019 年の基準期間の個人事業収入の月平均×3（180万円）

＝240万円

B：2022 年2月の月間個人事業収入：40万円

※基準期間のうち、対象月と同じ月を含む年の月平均の個人事業収入が60万円、
2022 年2月の月間個人事業収入が40万円であり、基準期間の対象月と同じ月と比較して
30％以上50% 未満減少しているため給付対象（上限額30万円）となります。

40 Ṭ240 Ṩ40 ú5

40 ṯ30 ṕ Ṗ

SḲ 30

2021年 2022年

11月 12月 1月 2月 3月

30 40 40 40 40

2021年 2022年

11月 12月 1月 2月 3月

50 50 50 40 50

ṕ Ṗ



ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

1. 

【給付額の算定例5】2020 11 Ṍ2021 3 2020 2021
12 とする場合
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A：2020 年の基準期間の個人事業収入の月平均×2（120万円）＋
2021 年の基準期間の個人事業収入（70万円）

＝190万円

B：2021 年12月の月間個人事業収入：30万円

※基準期間のうち、対象月と同じ月を含む年の月平均の個人事業収入が60万円、
2021 年12月の月間個人事業収入が30万円であり、基準期間の対象月と同じ月と比較して
50％以上減少しているため給付対象（上限額50万円）となります。

40 Ṭ190 Ṩ30 ú5

40 <50 ṕ Ṗ

SḲ 40

【給付額の算定例6】2018 11 Ṍ2019 3 2018 2019
2 とする場合

2020年＜白色（月別収入なし）＞

個人事業収入の月平均 年間個人事業収入

60ṕ=720 ė12Ṗ 720

2021年＜青色（月別収入あり）＞

1月 2月 3月 1~3 月の個人事業収入

30 20 20 70

2018年＜白色（月別収入なし）＞

月平均の個人事業収入 年間個人事業収入

30（=360 ÷12） 360

2019年＜青色（月別収入あり）＞

1月 2月 3月 1~3 月の個人事業収入

60 60 60 180

A：2018 年の基準期間の個人事業収入の月平均×2（60万円）＋
2019 年の基準期間の個人事業収入（180万円）

＝240万円

B：2022 年2月の月間個人事業収入：40万円

※基準期間のうち、対象月と同じ月の月間個人事業収入が60万円、
2022 年2月の月間個人事業収入が40万円であり、基準期間の対象月の同じ月と比較して
30％以上50% 未満減少しているため給付対象（上限額30万円）となります。

40 Ṭ240 Ṩ40 ú5

40 ṯ30 ṕ Ṗ

SḲ 30

2021年 2022年

11月 12月 1月 2月 3月

40 30 40 40 40

2021年 2022年

11月 12月 1月 2月 3月

50 50 50 40 50



【給付額の算定例7】2019 11 Ṍ2020 3 2019 2020
11 とする場合
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A：2019 年の基準期間の個人事業収入（120万円）＋
2020 年の基準期間の個人事業収入の月平均×3（90万円）

＝210万円

B：2021 年11月の月間個人事業収入：30万円

※基準期間のうち、対象月と同じ月の個人事業収入が70万円、
2021 年11月の月間個人事業収入が30万円であり、基準期間の対象月と同じ月と比較して
50％以上減少しているため給付対象（上限額50万円）となります。

60 Ṭ210 Ṩ30 ú5

60 ṯ50 ṕ Ṗ

SḲ 50

【給付額の算定例8】2018 11 Ṍ2019 3 2018 2019
2 とする場合

2019年＜青色（月別収入あり）＞

11月 12月 11・12月の個人事業収入

70 50 120

2020年＜白色（月別収入なし）＞

個人事業収入の月平均 年間個人事業収入

30（=360 ÷12） 360

A：2018 年の基準期間の個人事業収入（60万円）＋
2019 年の基準期間の個人事業収入の月平均×3（180万円）

＝240万円

B：2022 年2月の月間個人事業収入：40万円

※基準期間のうち、対象月と同じ月を含む年の月平均の個人事業収入が60万円、
2022 年2月の月間個人事業収入が40万円であり、基準期間の対象月の同じ月と比較して
30％以上50% 未満減少しているため給付対象（上限額30万円）となります。

40 Ṭ240 Ṩ40 ú5

40 ṯ30 ṕ Ṗ

SḲ 30

2018年＜青色（月別収入あり）＞

11月 12月 11・12月の個人事業収入

30 30 60

2019年＜白色（月別収入なし）＞

個人事業収入の月平均 年間個人事業収入

60（720÷12） 720

ṕ Ṗ

2021年 2022年

11月 12月 1月 2月 3月

30 40 40 40 40

2021年 2022年

11月 12月 1月 2月 3月

50 50 50 40 50

ṕ Ṗ
1. 
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通常申請

申請時の注意事項

特例申請

1.P.16

2.P.26

P.55

P.97

1.P.2

はじめに

2.P.8

̞

̞



(2)

HPからの電子申請。

2. 

Â

Å宣誓・同意事項の内容を全て確認した上で、各項目にチェックを入れてください。

Å宣誓・同意事項の各項目の内容は「P.19」を参照してください。

Å申請に必要な証拠書類等を添付してください。

Å証拠書類等の詳細は「P.31~ 」を参照してください。

Å基本情報、口座情報、売上情報を入力してください。

※一時支援金又は月次支援金の受給実績のある基本申請（パターン3）、簡単申請
（パターン4）の場合は、基本情報、口座情報、の入力は不要です。申請パターンに
ついてはP.10をご確認ください。

Å入力項目の詳細は「P.28~ 」を参照してください。
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※電子申請の操作方法等については、事業復活支援金HPの資料ダウンロードに掲載している「オンライン申請手順の
ご案内」をご覧ください。

2022 1 31 Ṍ2022 6 17
6 17 ( ) しました。

なお、 ID 5 31 ( )
また、申請前に必要な 6 14 ( ) となります。

※ 2月を対象月として申請される方は、3月から申請可能となります。

※ 3月を対象月として申請される方は、4月から申請可能となります。

(1)

Ṇ

事業復活支援金の給付の申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通じて登録した登録確認機関から
事前確認を受ける必要があります。

以下のいずれかに該当する場合は、 です。

の方

の方

ただし、上記に該当する場合でも、直近の一時支援金又は月次支援金の受給時から、 /

ṕẑṖ については、 となります。

※：事業形態/申請主体の変更については、P.10をご参照ください。

(https://jigyou - fukkatsu.go.jp/downloads/index.html ）

https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/index.html


新型コロナウイルス感染症による影響について、下記の項目をご入力いただきます。（申請パターンにつ
いてはP.10をご確認ください。）

2. 
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項目 入力内容

①
コロナ影響の
選択

売上減少の理由

（チェック方式）
必要 不要 不要 不要

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-



基本情報として入力いただくのは下記の項目です。（申請パターンについてはP.10をご確認ください。）

項目 入力内容

① 屋号・雅号 屋号又は雅号を入力してください 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

② 申請者住所

本人確認書類に記載された郵便番
号・住所（都道府県・市区町村・番
地・ビルマンション名等）を入力してくだ
さい

必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

③
業種

(日本産業分類)

大分類、中分類で該当する業種を入
力してください（申請画面で選択式）

必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

④ 職業 職業を入力してください 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

⑤ 事業内容 事業内容を入力してください 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

⑥ 開業年月日 開業年月日を西暦で入力してください 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

⑦ 申請者氏名
申請者の氏名とフリガナを入力してくだ
さい

必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

⑧ 生年月日
申請者の生年月日を西暦で入力して
ください

必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

⑨

事務局からの連
絡先

(事務所所在地)

書類送付先（事務所所在地）の郵
便番号・住所（都道府県・市区町
村・番地・ビルマンション名等）・電話
番号を入力してください

（②と同じ場合は入力不要）

必要 必要
必要に応じて

変更

必要に応じて

変更

⑩ 申請者電話番号 申請者の電話番号を入力してください 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

2. 
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1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-



2. 
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口座情報として入力いただくのは下記の項目です。（申請パターンについてはP.10をご確認ください。）

項目 入力内容

①種別 普通預金/当座預金 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

②
金融機関

コード
金融機関コード（4桁の数字） 必要 必要

必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

③金融機関名 金融機関名を入力してください 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

④支店コード 支店コード（3桁の数字） 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

⑤支店名 支店名を入力してください 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

⑥口座番号 口座番号を入力してください 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

⑦口座名義人 申請者名と一致するもの 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

項目 入力内容

① 基準期間

2018年11月～2019年3月

2019年11月～2020年3月

2020年11月～2021年3月 のいずれか

必要 必要 必要 必要

② 対象月
対象月を入力してください

(申請画面で選択式)
必要 必要 必要 必要

③

基準期間の

確定申告書
の種類

確定申告書の種類を選択してください

※基準期間が年をまたぐため、2年分の確
定申告の種類を選択してください

必要 必要 必要 必要

④
収入に関す
る情報

対象月及び、基準期間の11月～3月の売
上を入力してください。

必要 必要 必要 必要

̞ 該当性の判断や給付額の算定に当たっては、
（持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、J-

LODlive補助金、地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じた者への協力金、事業再構築補助金、雇用調整助成

金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）等） ただし、
、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力

金等の額のうち を 。 P.21 。
そのため、「確定申告書に記載の個人事業収入等」と「申請フォームに記載の個人事業収入」に相違があっても、不正受給等
のおそれがある等の理由により調査等が必要であると事務局が認める場合を除き、原則として、事務局からは、その記載内容の
確認や修正等の依頼は致しません。
確定申告に当たっての給付金等の計上区分については、以下をご参照ください。

ṕhttps://www.meti.go.jp/covid - 19/pdf/jyoseikin_kazei.pdf Ṗ

売上情報として入力いただくのは下記の項目です。（申請パターンについてはP.10をご確認ください。）

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jyoseikin_kazei.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jyoseikin_kazei.pdf


Ẍ 8
Å申請パターンによって、必要となる証拠書類等が異なります。申請パターンはP.10をご確認ください。
Åスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で添付いただけますが、

をお願いします。
Å PDF JPG PNG

①
確定申
告書類

ÅP.32 に、必要な年分の以下の書
類
Å青色申告を行っている場合

- 確定申告書第一表の控え（1枚）
- 所得税青色申告決算書（P1,P2）の控え
（2枚）

Å白色申告を行っている場合
- 確定申告書第一表の控え（1枚）

̞ 青色申告・白色申告を問わず、P.32
必要です

必要 必要 必要 必要
P.32
~44

②

対象月

の売上

台帳等

Å対象月の月間個人事業収入が確認できる売上
台帳等

必要 必要 必要 必要 P.45

③
振込先
の通帳

Å金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、
口座番号、口座名義人が確認できるもの

必要 必要
必要に応じて
変更

不要

(変更不可)
P.46

④

本人確

認書類

の写し

Å本人確認書類の写し 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.47

⑤
宣誓・同
意書

Å給付規程により様式が定められた宣誓・同意
書

※ が必要となります

必要 必要 必要 必要 P.48

⑥
基準月
の売上
台帳等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の
月間個人事業収入が確認できる売上台帳
等

必要 不要 不要 不要 P.50

⑦

基準月
の売上に
係る通
帳等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の
売上に係る振込先の通帳、ネットバンクのスク
リーンショット、取引推移表など

必要 不要 不要 不要 P.51

⑧

基準月
の売上に
係る1取
引分の
請求書・
領収書
等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の
売上に係る請求書、領収書、納品書、契約
書など

必要 不要 不要 不要 P.52

2. 
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1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-



2. 

確定申告書第一表の控えには、収受日付印が押印（税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号が印
字）されていることが必要です。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知
（メール詳細）」を提出いただく確定申告書の年分添付することが必要です。

ただし、収受日付印（税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号の印字）又は「受信通知（メール詳
細）」（以下「収受日付印等」という。）のいずれも存在しない場合には、添付する確定申告書類の年分の「納税証明書（その２所
得金額用）」（事業所得金額の記載のあるもの）を併せて添付することが必要です。また、「収受日付印等」および「納税証明書
（その２所得金額用）」のいずれも存在しない場合には、添付する確定申告書類の年分の「課税証明書」又は「非課税証明書」
（事業所得金額の記載のあるもの）を併せて添付することが必要です。

納税証明書（その2所得金額用）

注：納税証明書の取得のために税務署へ来署される方が増えており、発行までにお時間をいただく場合がありま

すので、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用ください（請求日当日の

受取を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、翌日以降の日の受取をご指定く

ださい。）。詳しくは国税庁（e-TAX）のHPをご覧ください。

※事業復活支援金の申請書類のために税務署へ来署される場合には、窓口でその旨を申し出てください。

( https://www.e - Tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm )
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基準期間
提出が必要な確定申告書類の年分

2018年 2019年 2020年 2021年

X 必要 必要 必要 不要

Y 不要 必要 必要 不要

Z 不要 必要 必要 必要

2018/11 ～2019/3

2019/11 ～2020/3

2020/11 ～2021/3

Å
Å以下の表を参考に、ご自身が選択する基準期間に応じた確定申告書類を添付してください。

https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm


下記の書類について、2018 2019 2020 3 を添付してください。

● 確定申告書第一表の控え（3枚）

● 所得税青色申告決算書（P1,P2）の控え（6枚）

̞少なくとも、確定申告書第一表の控えには （e - T a xにより申告した場合は、
）されていること。

̞

■確定申告書第一表（3枚）

■所得税青色申告決算書（P1,P2） （6枚）

2. -a 

窓口又は郵送にて確定申告した場合 e- Taxにて確定申告した場合

̞ e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知（メール詳細）」を添付
する必要があります（P.39~41 ）。

̞確定申告書第一表の控えに収受日付印の押印（受付日時及び受付番号の印字）がない場合、P.42~44 を参
照してください。

̞各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
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- a ṕ 9 Ṗ
XḲ2018 11 Ṍ2019 3



下記の書類について、2019 2020 2 を添付してください。

● 確定申告書第一表の控え（2枚）

● 所得税青色申告決算書（P1,P2）の控え（4枚）

̞少なくとも、確定申告書第一表の控えには （e - T a xにより申告した場合は、
）されていること。

̞

■確定申告書第一表（2枚）

■所得税青色申告決算書（P1,P2） （4枚）

窓口又は郵送にて確定申告した場合 e- Taxにて確定申告した場合

̞ e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知（メール詳細）」を添付
する必要があります（P.39~41 ）。

̞確定申告書第一表の控えに収受日付印の押印（受付日時及び受付番号の印字）がない場合、P.42~44 を参
照してください。

̞各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
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- a ṕ 6 Ṗ
YḲ2019 11 Ṍ2020 3

2. -a 



下記の書類について、2019 2020 2021 3 を添付してください。

● 確定申告書第一表の控え（3枚）

● 所得税青色申告決算書（P1,P2）の控え（6枚）

̞少なくとも、確定申告書第一表の控えには （e - T a xにより申告した場合は、
）されていること。

̞

■確定申告書第一表（3枚）

■所得税青色申告決算書（P1,P2） （6枚）

窓口又は郵送にて確定申告した場合 e- Taxにて確定申告した場合

̞ e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知（メール詳細）」を添付
する必要があります（P.39~41 ）。

̞確定申告書第一表の控えに収受日付印の押印（受付日時及び受付番号の印字）がない場合、P.42~44 を参
照してください。

̞各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
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下記の書類について、2018 2019 2020 3 を添付してください。

● 確定申告書第一表の控え（3枚）

̞ （e - T a xにより申告した場合は、 ）されている
こと。

̞

■確定申告書第一表（3枚）

2. -b 

̞ e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知（メール詳細）」を添付
する必要があります（P.39~41 ）。

̞確定申告書第一表の控えに収受日付印の押印（受付日時及び受付番号の印字）がない場合、P.42~44 を参
照してください。

̞各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

窓口又は郵送にて確定申告した場合 e- Taxにて確定申告した場合
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- b ṕ 3 Ṗ
XḲ2018 11 Ṍ2019 3



下記の書類について、2019 2020 2 を添付してください。

● 確定申告書第一表の控え（2枚）

̞ （e - T a xにより申告した場合は、 ）されている
こと。

̞

■確定申告書第一表（2枚）

̞ e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知（メール詳細）」を添付
する必要があります（P.39~41 ）。

̞確定申告書第一表の控えに収受日付印の押印（受付日時及び受付番号の印字）がない場合、P.42~44 を参
照してください。

̞各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

窓口又は郵送にて確定申告した場合 e- Taxにて確定申告した場合
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下記の書類について、2019 2020 2021 3 を添付してください。

● 確定申告書第一表の控え（3枚）

̞ （e - T a xにより申告した場合は、 ）されている
こと。

̞

■確定申告書第一表（3枚）

̞ e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知（メール詳細）」を添付
する必要があります（P.39~41 ）。

̞確定申告書第一表の控えに収受日付印の押印（受付日時及び受付番号の印字）がない場合、P.42~44 を参
照してください。

̞各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

窓口又は郵送にて確定申告した場合 e- Taxにて確定申告した場合
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ṧ
■確定申告書第一表（3枚）
（201 8年分～2020 年分：各1枚）

■所得税青色申告決算書（P1,P2)（6枚）
（201 8年分～2020 年分：各2枚）

■確定申告書第一表（3枚）

（ 201 8年分～2020 年分：各1枚）

̞確定申告書第一表の控えに収受日付印（税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付
番号の印字）又は「受信通知（メール詳細）」のいずれも存在しない場合、P.42~44 を参照してください。

̞

̞各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

＜青色申告の場合＞ ＜白色申告の場合＞

又は

̞確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付

番号」の記載のあるものについては、「受信通知

（メール詳細）」の添付は不要となります。

̞申告者の氏名又は名称、提出先税務署、

受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示

された、申告等データが税務署に到達したことを

確認できるメール詳細がわかるもの。

■受信通知（メール詳細）（3枚）（2018 年分～2020 年分：各1枚）

2. - c e -Taxṕ Ṗ
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■確定申告書第一表（2枚）
（2019 年分：1枚、2020 年分：1枚）

■所得税青色申告決算書（P1,P2)（4枚）
（2019 年分：2枚、2020 年分：2枚）

■確定申告書第一表（2枚）

（ 2019 年分：1枚、2020 年分：1枚）

̞確定申告書第一表の控えに収受日付印（税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付
番号の印字）又は「受信通知（メール詳細）」のいずれも存在しない場合、P.42~44 を参照してください。

̞

̞各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

＜青色申告の場合＞ ＜白色申告の場合＞

又は

̞確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付

番号」の記載のあるものについては、「受信通知

（メール詳細）」の添付は不要となります。

̞申告者の氏名又は名称、提出先税務署、

受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示

された、申告等データが税務署に到達したことを

確認できるメール詳細がわかるもの。

■受信通知（メール詳細）（2枚）（ 2019 年分：1枚、2020 年分：1枚）
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■確定申告書第一表（3枚）
（20 19年分～2021 年分：各1枚）

■所得税青色申告決算書（P1,P2)（6枚）
（201 9年分～2021 年分：各2枚）

■確定申告書第一表（3枚）

（ 201 9年分～2021 年分：各1枚）

̞確定申告書第一表の控えに収受日付印（税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付
番号の印字）又は「受信通知（メール詳細）」のいずれも存在しない場合、P.42~44 を参照してください。

̞

̞各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

＜青色申告の場合＞ ＜白色申告の場合＞

又は

̞確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付

番号」の記載のあるものについては、「受信通知

（メール詳細）」の添付は不要となります。

̞申告者の氏名又は名称、提出先税務署、

受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示

された、申告等データが税務署に到達したことを

確認できるメール詳細がわかるもの。

■受信通知（メール詳細）（3枚）（2019 年分～2021 年分：各1枚）

─ 41 ─

- c e-Taxṕ Ṗ - ṕ 12 Ṗ ṕ 6 Ṗ

ZḲ2020 11 Ṍ2021 3

2. - c e -Taxṕ Ṗ

ṧ



収受日付印（受付日時及び受付番号の印字）又は受信通知（メール詳
細）のいずれも存在しない場合には添付する確定申告書類の年分の「納税
証明書（その2所得金額用）」（事業所得金額の記載のあるもの）を添付
することで代替することができます。

注：納税証明書の取得のために税務署へ来署される方が増えており、発行まで
にお時間をいただく場合がありますので、新型コロナウイルスの感染拡大防
止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用ください（請求日当日の受取
を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、
翌日以降の日の受取をご指定ください）。
詳しくは国税庁（e-TAX）のHPをご覧ください。なお、事業復活支援金の
申請書類のために税務署へ来署される場合には、窓口でその旨を申し出て
ください。

̞ 「収受日付印等」および「納税証明書（その２所得金額用）」のいずれも存在しない場合には、添付する確定申告書類の年分の
「課税証明書」又は「非課税証明書」（事業所得金額の記載のあるもの）を添付することで代用することができます。「課税証明
書」又は「非課税証明書」は、地方公共団体に発行を請求することで入手でき、請求先となる地方公共団体は、「証明が必要な課税
年度の１月１日時点で住民登録のある地方公共団体」となります。詳しい請求方法については、各地方公共団体のHP等からお調べ
ください。

̞

̞ 各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

2. -d 

̞納税証明書と併せて添付する場合、
収受日付印（受付日時の印字）は不要です

■納税証明書（その2所得金額用）（3枚） （ 2018 年分～2020 年分：各1枚）

■確定申告書第一表（3枚）
（201 8年分～2020 年分：各1枚）

■所得税青色申告決算書（P1,P2）（6枚）
（201 8年分～2020 年分：各2枚）

■確定申告書第一表（3枚）

（ 201 8年分～2020 年分：各1枚）

＜青色申告の場合＞ ＜白色申告の場合＞

又は

̞納税証明書と併せて添付する場合、
収受日付印（受付日時の印字）は不要です
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収受日付印（受付日時及び受付番号の印字）又は受信通知（メール詳
細）のいずれも存在しない場合には添付する確定申告書類の年分の「納税
証明書（その2所得金額用）」（事業所得金額の記載のあるもの）を添付
することで代替することができます。

注：納税証明書の取得のために税務署へ来署される方が増えており、発行まで
にお時間をいただく場合がありますので、新型コロナウイルスの感染拡大防
止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用ください（請求日当日の受取
を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、
翌日以降の日の受取をご指定ください）。
詳しくは国税庁（e-TAX）のHPをご覧ください。なお、事業復活支援金の
申請書類のために税務署へ来署される場合には、窓口でその旨を申し出て
ください。

̞ 「収受日付印等」および「納税証明書（その２所得金額用）」のいずれも存在しない場合には、添付する確定申告書類の年分の
「課税証明書」又は「非課税証明書」（事業所得金額の記載のあるもの）を添付することで代用することができます。「課税証明
書」又は「非課税証明書」は、地方公共団体に発行を請求することで入手でき、請求先となる地方公共団体は、「証明が必要な課税
年度の１月１日時点で住民登録のある地方公共団体」となります。詳しい請求方法については、各地方公共団体のHP等からお調べ
ください。

̞

̞ 各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

̞納税証明書と併せて添付する場合、
収受日付印（受付日時の印字）は不要です

■納税証明書（その2所得金額用）（2枚） （ 2019 年分：1枚、2020 年分：1枚）

■確定申告書第一表（2枚）
（2019 年分：1枚、2020 年分：1枚）

■所得税青色申告決算書（P1,P2）（4枚）
（2019 年分：2枚、2020 年分：2枚）

■確定申告書第一表（2枚）

（ 2019 年分：1枚、2020 年分：1枚）

＜青色申告の場合＞ ＜白色申告の場合＞

又は

̞納税証明書と併せて添付する場合、
収受日付印（受付日時の印字）は不要です
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収受日付印（受付日時及び受付番号の印字）又は受信通知（メール詳
細）のいずれも存在しない場合には添付する確定申告書類の年分の「納税
証明書（その2所得金額用）」（事業所得金額の記載のあるもの）を添付
することで代替することができます。

注：納税証明書の取得のために税務署へ来署される方が増えており、発行まで
にお時間をいただく場合がありますので、新型コロナウイルスの感染拡大防
止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用ください（請求日当日の受取
を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、
翌日以降の日の受取をご指定ください）。
詳しくは国税庁（e-TAX）のHPをご覧ください。なお、事業復活支援金の
申請書類のために税務署へ来署される場合には、窓口でその旨を申し出て
ください。

̞納税証明書と併せて添付する場合、
収受日付印（受付日時の印字）は不要です

■納税証明書（その2所得金額用）（3枚） （ 2019 年分～2021 年分：各1枚）

■確定申告書第一表（3枚）
（201 9年分～2021 年分：各1枚）

■所得税青色申告決算書（P1,P2）（6枚）
（201 9年分～2021 年分：各2枚）

■確定申告書第一表（3枚）

（ 201 9年分～2021 年分：各1枚）

＜青色申告の場合＞ ＜白色申告の場合＞

又は

̞納税証明書と併せて添付する場合、
収受日付印（受付日時の印字）は不要です
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̞ 「収受日付印等」および「納税証明書（その２所得金額用）」のいずれも存在しない場合には、添付する確定申告書類の年分の
「課税証明書」又は「非課税証明書」（事業所得金額の記載のあるもの）を添付することで代用することができます。「課税証明
書」又は「非課税証明書」は、地方公共団体に発行を請求することで入手でき、請求先となる地方公共団体は、「証明が必要な課税
年度の１月１日時点で住民登録のある地方公共団体」となります。詳しい請求方法については、各地方公共団体のHP等からお調べ
ください。

̞

̞ 各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm


Å対象月の月間個人事業収入額（合計）が確認できる売上台帳等を添付してください。

Å売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を原則とします。ただし、当該書類を提出できない合
理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間個人事業収入を確認できる他の書類に
よることも可能です。

Å基本的な事項（対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額等）が記載されている書類で
あれば、フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、
手書きの売上台帳などでも構いません。基本的な事項（対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、
合計金額等）が記載されている書類であれば、書類の名称が「売上台帳」でなくても構いません。

Å添付するデータが
。「2021/2022 ẇ 、

※対象月中に地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じており、その

2. 

※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
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︣᷈ ᴬ Ỳᶛ ◦ Ỳᶛ ▪‰

No. ︣᷈ ᴬ ᴬ ︣ Ỹ Ỹ ᶛ ᶛ

︣ ἣׇỲᶛ -186,750

12Ὦ1 ‰ 157,020 -29,730

0001

12Ὦ2 ἇ 864 -30,594

0002

12Ὦ6 ︣ ̏84˷ 2 168 -30,762

0007

12Ὦ10 ‰ 168,320 137,558

0010

︣᷈ ᴬ Ỳᶛ ◦ Ỳᶛ ▪‰

No. ︣᷈ ᴬ ᴬ ︣ Ỹ Ỹ ᶛ ᶛ

︣ ἣׇỲᶛ -186,750

12Ὦ1 ‰ 157,020 -29,730

0001

12Ὦ2 ἇ 864 -30,594

0002

12Ὦ6 ︣ ̏84˷ 2 168 -30,762

0007

12Ὦ10 ‰ 168,320 137,558

0010



ḵḵ ḵḵ

1
ḵ

Å の口座の振込先の通帳を添付してください。

Å が確認できるようスキャン又は
撮影してください。上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ
目の 。

̞電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を添付してください。同
様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を添付してください。

ẇ

ẇ ẇ 1 2

2. 

※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
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2. 

※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
─ 47 ─

本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで添付してください。

(1) 運転免許証（両面）（返納している場合は、運転経歴証明書で代替することができる。）

(2) 個人番号カード（オモテ面のみ）
※

(3) 写真付きの住民基本台帳カード（オモテ面のみ）

(4) 在留カード、特別永住者証明書

又は外国人登録証明書（在留の資格が特別永住者のものに限る。）（両面）

(5) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（手帳様式は全ページ、カード様式は両面）

̞ いずれの場合も、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ、 なもので、
に限る。

なお、(1) から(5) を保有していない場合は、(6) 又は(7) で代替することができるものとします。

(6) 住民票の控え及びパスポート（顔写真の掲載されているページ）の両方

(7) 住民票の控え及び各種健康保険証の両方

※

※ 3 一時支援金又は月次支援金の受給実績のある方が
3

ただし、基本申請の場合には、直近の受給時に添付した住民票の控えが自動添付されま
すが、申請時点で住民票の発行日が3ヶ月を超える場合には改めて添付いただく必要がございます。

ṧṧ

(1) 運転免許証（両面） (4) ①在留カード（両面） (5) ①身体障害者手帳（手帳様式は
全ページ、カード様式は両面）

(4) ②特別永住者証明書（両面） (5) ②療育手帳（手帳様式は全ページ、
カード様式は両面）

(2) 個人番号カード
（オモテ面のみ）

(4) ➂外国人登録証明書（両面） (5) ➂精神障害者保健福祉手帳
（手帳様式は全ページ、カード様式は両面）

(3) 写真付きの住民基本台帳
カード（オモテ面のみ）

(6) 住民票の控え及びパスポート（顔写真の
掲載されているページ）の両方

(7) 住民票の控え及び各種健康保険証の両方



を添付してください。当該様式は事業復活支援金HP
の「資料ダウンロード」からダウンロードしてください。

̞ 宣誓・同意書には が必要となります。

̞ 視覚や手指等に障害があり、自署の署名が難しい場合には、「○○○○ （代筆：△△ △△）」のよう
に、ご自身のお名前に加えて代筆者名と代筆である旨を記載いただいた上で、ご自身の身体障害者手帳
（手帳様式は全ページ、カード様式は両面）の写しを自署の署名が必要な書類（宣誓・同意書等）の
後ろに添付し、1つのファイルにしていただいたものを申請画面に添付してください。

2. 
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※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

(https://jigyou - fukkatsu.go.jp/downloads/index.html ）

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/index.html


2. 
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P.50～P.52でご案内する以下の書類については、
添付いただく書類となります。

⑥基準月の売上台帳等

⑦基準月の売上に係る通帳等

⑧基準月の売上に係る1取引分の領収書・請求書等

P.9

ṕ Ṍ Ṗ



※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

2. 
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ẑ

Å基準期間の対象月と同じ月の売上台帳等を添付してください。

Å売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を原則とします。ただし、当該書類を提出でき
ない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、基準月の月間個人事業収入を確認で
きる他の書類によることも可能です。

Å②の対象月の売上台帳等と同様、基本的な事項（対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、
合計金額等）が記載されている書類であれば、フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等
から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上台帳などでも構いません。基本的な事項（対象月、
日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額等）が記載されている書類を添付してください。

̞

̞ 1 1
（特段の理由があり数字が一致

しない場合は、その理由について簡単にご記載下さい。）

︣᷈ ᴬ Ỳᶛ ◦ Ỳᶛ ▪‰

No. ︣᷈ ᴬ ᴬ ︣ Ỹ Ỹ ᶛ ᶛ

︣ ἣׇỲᶛ -186,750

12Ὦ1 ‰ 157,020 -29,730

0001

12Ὦ2 ἇ 864 -30,594

0002

12Ὦ6 ︣ ̏84˷ 2 168 -30,762

0007

12Ὦ10 ‰ 168,320 137,558

0010

︣᷈ ᴬ Ỳᶛ ◦ Ỳᶛ ▪‰

No. ︣᷈ ᴬ ᴬ ︣ Ỹ Ỹ ᶛ ᶛ

︣ ἣׇỲᶛ -186,750

12Ὦ1 ‰ 157,020 -29,730

0001

12Ὦ2 ἇ 864 -30,594

0002

12Ὦ6 ︣ ̏84˷ 2 168 -30,762

0007

12Ὦ10 ‰ 168,320 137,558

0010



※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

2. 

2.

1.

⑧売上に係る請求書・領収書等で提出する1取引の

報酬が振り込まれたこと（支払者・日付を含む）が分

かる箇所に をつけた上で、該当ページ

の写しを添付してください
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ẑ

ṧ

取引先からの売上の振込があったことを示す申請者本人名義の通帳(以下の1,2の双方が必要です）。

1. ṕ Ṗ

2.

̞ 、 1 1
（特段の理由があり数字が一致しない場合は、その理

由について簡単にご記載下さい。）

̞現金取引等で、事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に
限り、理由書を提出することで代替することができます。当該理由書は事業復活支援金HPの「資料ダウンロード」
からダウンロードしてください。（URL: https://jigyou -fukkatsu.go.jp/downloads/index.html ）

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/index.html


1

※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

2. 

─ 52 ─

1

基準月の売上に係る請求書や領収書を添付してください。

※

（特段の理由があり数字が一致しない場合は、その理由について簡単にご記載下さい。）

ẑ現金取引等で、事業において請求書・領収書等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない
場合に限り、理由書を提出することで代替することができます。当該理由書は事業復活支援金HPの「資料ダウンロード」
からダウンロードしてください。（URL： https://jigyou -fukkatsu.go.jp/downloads/index.html ）

1

ẑ

̟

Ὲ

ᴞṜχ Ϥʺ ΜθΰϘβʻ ̟

 

›ὓỲᶛ TEL:

FAX:

ӡ ᴣ Ỳᶛ ―

ὓ

̋

›ὓ

基準月の売上に係る取引があったこと（支払者・日付

を含む）が分かる箇所に をつけた上で、

該当ページの写しを添付してください

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/index.html


ẇ

①- 1 青色申告：確定申告書第一表の控え及び所得税青色申告決算書の控え

①- 2 白色申告：確定申告書第一表の控え

② 対象月の売上台帳等

③ 振込先の通帳

④ 本人確認書類

⑤ 宣誓・同意書

⑥ 基準月の売上台帳等

⑦ 基準月の売上に係る通帳等

⑧ 基準月の売上に係る1取引分の領収書・請求書等

上記①については、確定申告の実施状況に応じて、青色申告又は白色申告に係る書類を添付してください。

2. 

ẇ

① 宣誓・同意事項

② 基本情報

③ 売上額

④ 口座情報

─ 53 ─

一時支援金及び月次支援金の
受給実績がなく、継続支援関係がない場合



2. 

申請頂いた内容・証拠書類等の確認をさせていただきます。

不明な点が発生した場合、入力いただきましたメールアドレスへ連絡をさせていただきますので、連絡が入りま
したらマイページで内容をご確認いただき、対応をお願いします。

申請内容に不備等が無ければ、申請頂いた内容・証拠書類等の確認完了後、事務局名義にて申請され
た金融機関口座に振込みを行います。

なお、確認が終了した際には、給付通知書（不給付の場合には不給付通知書）を発送させていただきま
す。通知が到着した際には内容をご確認ください。

※通知書の到着前に振込みが行われる場合もあること、予めご了承ください。

事業復活支援金相談窓口 0120 - 789 -140
[IP 電話専用回線] 03 -6834 -7593

営業時間 8:30 ～19:00 （土日、祝日含む全日対応）

ẑ HP

─ 54 ─

提出された基本情報等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。調査の結果
によって

① 全ての支援金について、それぞれ、その全額に、受給の日の翌日から返還の日まで、年3％の割
合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の を
行います。

② 申請者の 。

③ 不正の内容等により、不正に事業復活支援金を受給した します。
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通常申請

申請時の注意事項

特例申請

1.P.16

2.P.26

P.55

P.97

1.P.2

はじめに

2.P.8

̞

̞



AḲ

BḲ

2019 年分又は2020 年分の個人確定申告の義務がない、その他合理的な
事由により、2019 年又は2020 年の確定申告書第一表の控えを提出
できないものと事務局が認める場合

A-1
A-2

2019 年1月から2021 年10月までの間に開業した者に対する特例
B-1

個人事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例
̞事業を行っていた者の死亡による事業承継の場合も含むB-3

2018 年又は2019 年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する者
に対する特例B-4

月当たりの個人事業収入の変動が大きい者に対する特例
B-2

─ 56 ─

P.62~77

P.81~93

P.57 ~ 61

P.94~96

P.78 ~80

※特例申請の場合、審査にお時間をいただく場合があります。



A-1
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Â

ẇ ṕ Ṗ ṕ
Ṗで代替することができます。

※収受日付印のない場合の扱いは、確定申告書第一表に収受日付印のない場合の扱いに準じます。（P.39～参
照）

2019 2020 について、以下の適
用条件を満たす場合、証拠書類等の特例の適用を選択することができます

Â

2019 2020 について、各年分を
合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合（例：確定申告の義務がない等）

Â

ỞḲ ṕ P.20 Ṗ

ỌḲ

※白色申告等の場合、
基準期間の11,12 月を含む年の年間事業収入÷12×2 + 基準期間の1,2,3 月を含む年の年間事業収入÷12×3

ọḲ

SṬA Bú5

※ 2019 年及び2020 年の確定申告書の控えに代えて、 を提出する場合、
0 とみなして算定を行います。

Å 2019 1 12

- 2019
ものと事務局が認める場合

▶ 2019年分の確定申告書の控えに代えて、 ṕP.65 Ṗ

Å 2020 1 12

- 2019 2019 2020

ものと事務局が認める場合

又は

- B-1 ṕP.62 Ṗ 場合

▶ 2019年分の確定申告書の控え又は2019年分及び2020年分の確定申告書の控えに代えて、
ṕP.70 Ṗ

ẇ2019 2020



Ẍ 8
Å申請パターンによって、必要となる証拠書類等が異なります。申請パターンはP.10をご確認ください。
Åスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で添付いただけますが、

をお願いします。
Å PDF JPG PNG

①
確定申
告書類

ÅP.32 に、必要な年分の以下の書
類
Å青色申告を行っている場合

- 確定申告書第一表の控え（1枚）
- 所得税青色申告決算書（P1,P2）の控え
（2枚）

Å白色申告を行っている場合
- 確定申告書第一表の控え（1枚）

̞ 青色申告・白色申告を問わず、P.32
必要です

̞
P.57

必要 必要 必要 必要
P.32
~44

②

対象月

の売上

台帳等

Å対象月の月間個人事業収入が確認できる売上
台帳等

必要 必要 必要 必要 P.45

③
振込先
の通帳

Å金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、
口座番号、口座名義人が確認できるもの

必要 必要
必要に応じて
変更

不要

(変更不可)
P.46

④

本人確

認書類

の写し

Å本人確認書類の写し 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.47

⑤
宣誓・同
意書

Å給付規程により様式が定められた宣誓・同意
書

※ が必要となります

必要 必要 必要 必要 P.48

⑥
基準月
の売上
台帳等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の
月間個人事業収入が確認できる売上台帳
等

必要 不要 不要 不要 P.50

⑦

基準月
の売上に
係る通
帳等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の
売上に係る振込先の通帳、ネットバンクのスク
リーンショット、取引推移表など

必要 不要 不要 不要 P.51

⑧

基準月
の売上に
係る1取
引分の
請求書・
領収書
等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の
売上に係る請求書、領収書、納品書、契約
書など

必要 不要 不要 不要 P.52

─ 58 ─

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

A-1



A-2
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Â

ẇ2019 ṕ 2019 Ṗ

⇒ 2018 2020 2021 の提出により申請ができます。

ẇ2020 ṕ 2020 Ṗ

⇒ 2018 2019 2021 の提出により申請ができます。

※ 2018年分の確定申告書は基準期間が2018 11 -2019 3 の場合に添付してください。

ẑ ṕ Ṗ
ṕ Ṗ

※収受日付印のない場合の扱いは、 の扱いに準じます。（P.39～参照）

2019 2020 について、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類の特例の
適用を選択することができます

Â

2019 2020 について、A-1特例で代替の証拠書類として認められてい
る同年分の についても ものと事務局が認める場合

提出する確定申告書

基準期間
2018年 2019年 2020年 2021年

2019 の

確定申告書等を

提出できない場合
（2019 ）

Ẇ
提出
できない Ẇ Ẇ 2018 1-3 11 -12

Ẇ
提出
できない Ẇ Ẇ 2020 11 -2021 3

2020 の

確定申告書等を

提出できない場合
（2020 ）

提出
不要 Ẇ

提出
できない Ẇ 2019 1-3 11 -12

Ẇ Ẇ
提出
できない Ẇ 2018 11 -2019 3

Â

給付額の算定について、以下のいずれかを用います。

ẇ2019

2018 1 Ễ 3 11 12 ṕ Ṗ又は

・2020 11 2021 3 ṕ Ṗ

ẇ2020

2019 1 Ễ 3 11 12 ṕ Ṗ又は

・2018 11 2019 3 ṕ Ṗ

給付額算定に用いる基準期間を含む年
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2019年 2020年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・・

万円 30 20 30 ・・・・・・・・・・・・・・50 50 - - - ・・

Â 【算定例2】2020代替ケースで、2019年1月、2月、3月、11月及び12月を基準期間とし、対象月が3月の場合

2021年 2022年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・・

万円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 30 30 20 15 ・・

50
50

基準期間対象月

A-2

AḲ Ṭ30ṧ20ṧ30ṧ50 ṧ50Ṭ180

BḲ Ṭ15

SḲ180 - 15ú5Ṭ105 ṯ50 ṕ Ṗ
→ 50

Â

S Ḳ ṕ P.20 Ṗ

A Ḳ

B Ḳ

S ṬA Bú5
※各月の事業収入について、属する年の所得税青色申告決算書において月次の事業収入が記載されていない場合又
は白色申告の場合には、その年の年間事業収入を12で除した額を用います。

Â 【算定例1】2019代替ケースで、2020年11月-2021年3月を基準期間とし、対象月が11月の場合

2020年 2021年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・・

万円 30 20 30 ・・・・・・・・・・・・・・50 40 40 30 30 ・・

2021年 2022年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・・

万円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 30 30 20 30 ・・

30 50%
30

基準期間対象月

AḲ Ṭ50ṧ40+40 ṧ30ṧ30Ṭ190

BḲ Ṭ30

SḲ190 - 30ú5Ṭ40 ṯ30 ṕ Ṗ
→ 30



A-2
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Ẍ 8
Å申請パターンによって、必要となる証拠書類等が異なります。申請パターンはP.10をご確認ください。
Åスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で添付いただけますが、

をお願いします。
Å PDF JPG PNG

①
確定申
告書類

P.59

①2019代替ケース

2018 2020 2021

②2020代替ケース

2018 2019 2021

ṕ2018 2018 11 -
2019 3 Ṗ

※上記個人確定申告書類がない場合は、住民
税の申告書類（市町村民税・特別区民税・
都道府県民税の申告書類）（収受日付印
の押印されたもの）で代替することができます。

※収受日付印のない場合の扱いは、確定申告
書第一表に収受日付印のない場合の扱いに
準じます。（P.39～参照）

必要 必要 必要 必要
P.32
~44

②
対象月の
売上
台帳等

Å対象月の月間個人事業収入が確認できる売上
台帳等

必要 必要 必要 必要 P.45

③
振込先の
通帳

Å金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、
口座番号、口座名義人が確認できるもの

必要 必要
必要に応じて
変更

不要

(変更不可)
P.46

④
本人確認
書類の写
し

Å本人確認書類の写し 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.47

⑤
宣誓・同
意書

Å給付規程により様式が定められた宣誓・同意
書

※ が必要となります

必要 必要 必要 必要 P.48

⑥
基準月の
売上台帳
等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の
月間個人事業収入が確認できる売上台帳
等

必要 不要 不要 不要 P.50

⑦
基準月の
売上に係
る通帳等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の
売上に係る振込先の通帳、ネットバンクのスク
リーンショット、取引推移表など

必要 不要 不要 不要 P.51

⑧

基準月の
売上に係
る1取引
分の請求
書・領収
書等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の
売上に係る請求書、領収書、納品書、契約
書など

必要 不要 不要 不要 P.52

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-
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2019 1 2021 10 ẑした場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付
額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます。
※開業した月（以下「開業月」）以前に個人事業収入がある場合は対象外です。ただし、開業日（開業・廃業等届出
書等（P.65参照）に開業日又は事業開始の年月日として記載された日をさします。）以前に個人事業を実施し、廃業
している場合は、廃業した月から開業月までの間に個人事業収入がないことが必要です。

適用条件・給付額の算定式・上限額については、以下の通りです。

11 12 1 Ṍ3

適用条件

対象月とする2021 11 12
の対象月の月間個人事業収入が、

（以下「開業年」）
12
と比べて、新型コロナウイルス感染症

影響を受けたことにより、自らの事業判断
によらず、30% している。

対象月とする2022 1 2 3 い
ずれかの月の月間個人事業収入が、

の
と比べて、新型コロナウイルス感染症

影響を受けたことにより、自らの事業判断に
よらず、30% している。

給付額の算定式

SṬAú2ṧB- Cú5

A=A  ėM

S Ḳ （上限額はP.20 参照）

A Ḳ 12
B Ḳ 1 3

※白色申告等の場合、開業年の翌年の年間事業収入÷12×3

A Ḳ

M Ḳ

ẑ開業日の属する月から同年12月までの月数とし、開業日の属する月は、操業日
数にかかわらず、1か月とみなす。

C Ḳ

ṕểṖ 2019 2020
⇒算定例、提出書類は2019年開業はP.63~ 、

2020年開業はP.68~ をご確認ください

ṕỄṖ 2021

11 Ṍ3

適用条件
対象月の月間個人事業収入が、2021 10

と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、
30% している。

給付額の算定式

S=A ú5 Bú5
A=A  ėM

S Ḳ （上限額はP.20 参照）

A Ḳ 10

※白色申告等の場合、開業月から同年の12月までの月平均の個人事業収入

A¢Ḳ 10

※白色申告等の場合、開業月から同年の12月までの個人事業収入

M Ḳ

ẑ開業日の属する月から同年10 まで（白色申告等の場合、同年12月まで）の
月数とし、開業日の属する月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。

B Ḳ

⇒算定例、提出書類はP.73をご確認ください
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2019年 2020年 202 1年 2022年

月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・・ ・・ 11 12 1 2 3

万円 70 70 50 50 30 30 40 ・・ ・・ 30 30 40 40 40

給付額の算定例1）2019 年9月に開業し、対象月が11月の場合【青色申告】

SṬAú2ṧB- Cú5

A：2019年の平均個人事業収入＝(70+70+50+50) ÷4(か月)=60 万円

B：2020年の1～3月の個人事業収入の合計＝30+30+40=100 万円

C：対象月(2021 年の11月)の月間個人事業収入＝30万円

SḲ60ú2ṧ100 -30ú5Ṭ70 ṯ 50 ṕ Ṗ

Ą 50

2019年の年間個人事業収入：240万円

月平均の個人事業収入：60万円（240万円÷4か月）

対象月の月間個人事業収入

：30万円

対象月=11 月 50% 以上減

─ 63 ─

上限額：50万円

2019年 2020年 202 1年 2022年

月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・・ ・・ 11 12 1 2 3

万円 20 40 50 50 30 50 30 ・・ ・・ 40 50 40 30 40

給付額の算定例3）2019 年9月に開業し、対象月が2月の場合【青色申告】

SṬAú2ṧB- Cú5

A：2019年の平均個人事業収入＝(20+40+50+50) ÷4(か月)=40 万円

B：2020年の1～3月の個人事業収入の合計＝30+50+30=110 万円

C：対象月(2022 年の2月)の月間個人事業収入＝30万円

SḲ40ú2ṧ110 -30ú5Ṭ40 ṯ 30 ṕ Ṗ

Ą 30

2020年2月の月間個人事業収入

：50万円

対象月の月間個人事業収入

：30万円

対象月=2 月 30%以上50％未満減 上限額：30万円

2019年 2020年 202 1年 2022年

月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・・ 12 ・・ 11 12 1 2 3

万円 年間：240 年間：360 ・・ 50 50 40 20 40

給付額の算定例2）2019 年9月に開業し、対象月が2月の場合【白色申告】

SṬAú2ṧB- Cú5

A：2019年の平均個人事業収入＝240÷4(か月)=60 万円

B：2020年の1～3月の個人事業収入の合計＝360÷12×3=90 万円

C：対象月(2022 年の2月)の月間個人事業収入＝20万円

SḲ60ú2ṧ90 -20ú5Ṭ110 ṯ 30 ṕ Ṗ

Ą 30

2020年の年間個人事業収入：360万円

：月平均30万円

対象月の月間個人事業収入

：20万円

対象月=2 月 30%以上50％未満減 上限額：30万円
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①
確定申
告書類

Å青色申告を行っている場合

- 2019年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）及び2019年分の所得税青色申告
決算書（P1,P2）の控え（2枚）

- 2020年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）及び2020年分の所得税青色申告
決算書（P1,P2）の控え（2枚）

- 2021年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）及び2021年分の所得税青色申告
決算書（P1,P2）の控え（2枚）

Å白色申告を行っている場合

- 2019年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）

- 2020年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）

- 2021年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）

※ 青色申告・白色申告を問わず、3 必要です

必要 必要 必要 必要
P.32
~44

②
対象月
の売上
台帳等

Å対象月の月間個人事業収入が確認できる売上
台帳等

必要 必要 必要 必要 P.45

③
振込先
の通帳

Å金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、
口座番号、口座名義人が確認できるもの

必要 必要
必要に応じて
変更

不要

(変更不可)
P.46

④
本人確
認書類
の写し

Å本人確認書類の写し 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.47

⑤
宣誓・
同意書

Å給付規程により様式が定められた宣誓・同意
書

※ が必要となります

必要 必要 必要 必要 P.48

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

Ẍ 9
Å申請パターンによって、必要となる証拠書類等が異なります。申請パターンはP.10をご確認ください。
Åスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で添付いただけますが、

をお願いします。
Å PDF JPG PNG
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⑥
基準月
※の売上
台帳等

Å 基準月※の月間個人事業収入が確認できる
売上台帳等

必要 不要 不要 不要 P.50

⑦

基準月
※の売上
に係る通
帳等

Å 基準月※の売上に係る振込先の通帳、ネット
バンクのスクリーンショット、取引推移表など

必要 不要 不要 不要 P.51

⑧

基準月
※の売上
に係る1
取引分
の請求
書・領収
書等

Å 基準月※の売上に係る請求書、領収書、納
品書、契約書など

必要 不要 不要 不要 P.52

⑨
右記い
ずれかの
書類

1.
（開業日が2019 1 1 12
31 で、収受日が2021 11
30 であり、 されてい
ること）

2. （地方公共団体が発
行）（事業開始の年月日が2019 1 1

12 31 で、収受日が
2021 11 30 であり、

されていること）

3. 1 2
/

/
（事業開始の年月日が2019 1 1

12 31 で、当該書類の発
行/収受日が2021 11 30 ）

※ 上記3の書類を用いる場合、給付までに通常
よりも時間を要する場合があります

必要 必要 必要 必要
P.66
~67

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

※「基準月」とあるのは、以下の月をさします。（2019年に開業し、新規開業特例を用いる場合）
対象月が11月又は12月：開業年で個人事業収入のある任意のー月。
対象月が1-3月の場合：開業年の翌年の対象月と同じ月。
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■

Å 2019 1 1 12 31 であって、かつ、 2021 11 30
であること。

Å ṕe- Tax Ṗされていること。なお、
e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「ṕ Ṗ」を
添付すること。

開業日が

2019 1 1

12 31

であること。

されていること。

収受日が202 1 11 30 であること。

─ 66 ─
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■ ṕ Ṗ
Å 2019 1 1 12 31 であって、かつ、 2021

11 30 であること。

Å されていること。

─ 67 ─

されていること。

収受日が2021 11 30

であること。

開始・廃止・変更等の年月日

が2019 1 1

12 31 であること。
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2020年 202 1年 2022年

月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・・ ・・ 11 12 1 2 3

万円 40 40 40 50 50 20 40 30 20 30 ・・ ・・ 20 30 40 40 40

給付額の算定例1）2020 年6月に開業し、対象月が11月の場合【青色申告】

SṬAú2ṧB- Cú5

A：2020年の平均個人事業収入＝(40+40+40+50+50+20+40) ÷7(か月)=40 万円

B：2021年の1～3月の個人事業収入の合計＝30+20+30=80 万円

C：対象月(2021 年の11月)の月間個人事業収入＝20万円

SḲ40ú2ṧ80 -20ú5Ṭ60 ṯ 50 ṕ Ṗ

Ą 50

対象月の月間個人事業収入

：20万円

対象月=11 月 50%以上減

─ 68 ─

上限額：50万円

2020年 202 1年 2022年

月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・・ ・・ 11 12 1 2 3

万円 30 40 40 50 50 30 40 30 40 30 ・・ ・・ 40 50 30 25 40

給付額の算定例3）2020 年6月に開業し、対象月が2月の場合【青色申告】

SṬAú2ṧB- Cú5

A：2020年の平均個人事業収入＝(30+40+40+50+50+30+40) ÷7(か月)=40 万円

B：2021年の1～3月の個人事業収入の合計＝30+40+30=100 万円

C：対象月(2022 年の2月)の月間個人事業収入＝25万円

SḲ40ú2ṧ100 -25ú5Ṭ55 ṯ 30 ṕ Ṗ

Ą 30

対象月の月間個人事業収入

：25万円

対象月=2 月 30%以上50％未満減 上限額：30万円

2020年の年間個人事業収入：280万円

月平均の個人事業収入：40万円（280万円÷7か月）

2020年2月の月間個人事業収入

：40万円

2020年 2021年 2022年

月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・・ 11 12 1 2 3

万円 年間：420 年間:360 30 20 30

給付額の算定例2）2020 年6月に開業し、対象月が2月の場合【白色申告】

2021年の年間個人事業収入：360万円

：月平均30万円

対象月の月間個人事業収入

：20万円

対象月=2 月 30%以上50％未満減 上限額：30万円

SṬAú2ṧB- Cú5

A：2020年の平均個人事業収入＝420÷7(か月)=60 万円

B：2021年の1～3月の個人事業収入の合計＝360÷12×3=90 万円

C：対象月(2022 年の2月)の月間個人事業収入＝20万円

SḲ60ú2ṧ90 -20ú5Ṭ110 ṯ 30 ṕ Ṗ

Ą 30
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①
確定申
告書類

Å青色申告を行っている場合

- 2020年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）及び2020年分の所得税青色申告
決算書（P1,P2）の控え（2枚）

- 2021年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）及び2021年分の所得税青色申告
決算書（P1,P2）の控え（2枚）

Å白色申告を行っている場合

- 2020年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）

- 2021年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）

※ 青色申告・白色申告を問わず、2 必要です

必要 必要 必要 必要
P.32
~44

②

対象月

の売上

台帳等

Å対象月の月間個人事業収入が確認できる売上
台帳等

必要 必要 必要 必要 P.45

③
振込先
の通帳

Å金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、
口座番号、口座名義人が確認できるもの

必要 必要
必要に応じて
変更

不要

(変更不可)
P.46

④

本人確

認書類

の写し

Å本人確認書類の写し 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.47

⑤
宣誓・
同意書

Å給付規程により様式が定められた宣誓・同意
書

※ が必要となります

必要 必要 必要 必要 P.48

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

Ẍ 9
Å申請パターンによって、必要となる証拠書類等が異なります。申請パターンはP.10をご確認ください。
Åスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で添付いただけますが、

をお願いします。
Å PDF JPG PNG
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⑥
基準月
※の売上
台帳等

Å 基準月※の月間個人事業収入が確認できる
売上台帳等

必要 不要 不要 不要 P.50

⑦

基準月
※の売上
に係る通
帳等

Å 基準月※の売上に係る振込先の通帳、ネット
バンクのスクリーンショット、取引推移表など

必要 不要 不要 不要 P.51

⑧

基準月
※の売上
に係る1
取引分
の請求
書・領収
書等

Å 基準月※の売上に係る請求書、領収書、納
品書、契約書など

必要 不要 不要 不要 P.52

⑨
右記い
ずれかの
書類

1.
（開業日が2020 1 1 12
31 で、収受日が2021 11
30 であり、 されてい
ること）

2. （地方公共団体が発
行）（事業開始の年月日が2020 1 1

12 31 で、収受日が
2021 11 30 であり、

されていること）

3. 1 2
/

/
（事業開始の年月日が2020 1 1

12 31 で、当該書類の発
行/収受日が2021 11 30 ）

※ 上記3の書類を用いる場合、給付までに通常
よりも時間を要する場合があります

必要 必要 必要 必要
P.71
~72

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

※「基準月」とあるのは、以下の月をさします。（2020年に開業し、新規開業特例を用いる場合）
対象月が11月又は12月：開業年で個人事業収入のある任意のー月。
対象月が1-3月の場合：開業年の翌年の対象月と同月。
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■

Å 2020 1 1 12 31 であって、かつ、 2021 11 30
であること。

Å ṕe- Tax Ṗされていること。なお、
e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「ṕ Ṗ」を
添付すること。

開業日が

2020 1 1

12 31

であること。

されていること。

収受日が202 1 11 30 であること。

─ 71 ─
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■ ṕ Ṗ
Å 2020 1 1 12 31 であって、かつ、 2021 11

30 であること。

Å されていること。

─ 72 ─

されていること。

収受日が2021 11 30

であること。

開始・廃止・変更等の年月日

が2020 1 1

12 31 であること。



給付額の算定例1）2021 年6月に開業し、対象月が2月の場合【青色申告】
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2021 年 2022年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

万円 60 50 50 70 70 50 60 40 30 40

算定式：S=A ú5 Bú5

A：2021年6月から10月までの月平均の個人事業収入＝60+50+50+70+70 ÷5（か月）=60 万円

B：対象月の月間個人事業収入＝30万円

SḲ60ú5Ṩ30ú5Ṭ150 ṯ 50 ṕ Ṗ

Ą 50

2021年6月から10月までの

月間個人事業収入合計：300万円

月平均の個人事業収入：60万円（300万円÷5か月）

対象月の月間個人
事業収入：30万円

B-1 ṕ2021 Ṗ

対象月=2 月 50%以上減 上限額：50万円

給付額の算定例3）2021 年8月に開業し、対象月が12月の場合【青色申告】

2021 年 2022年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

万円 60 60 90 50 40 40 30 40

算定式：S=A ú5 Bú5

A：2021年8月から10月までの月平均の個人事業収入＝60+60+90 ÷3（か月）=70 万円

B：対象月の月間個人事業収入＝40万円

SḲ70ú5Ṩ40ú5Ṭ150 ṯ 30 ṕ Ṗ

Ą 30

2021年8月から10月までの

月間個人事業収入合計：210万円

月平均の個人事業収入：70万円（210万円÷3か月）

対象月の月間個人
事業収入：40万円

対象月=12 月 30%以上50% 未満減 上限額：30万円

給付額の算定例2）2021 年7月に開業し、対象月が2月の場合【白色申告】

2021 年 2022年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

万円 年間：300 50 30 50

算定式：S=A ú5 Bú5

A：2021年の月平均の個人事業収入＝300万円÷6（か月）=50 万円

B：対象月の月間個人事業収入＝30万円

SḲ50ú5Ṩ30ú5Ṭ100 ṯ 30 ṕ Ṗ

Ą 30

2021年の年間事業収入：300万円

月平均の個人事業収入：50万円（300万円÷6か月）

対象月の月間個人
事業収入：30万円

対象月=2 月 30%以上50% 未満減 上限額：30万円
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①
確定申
告書類

Å青色申告を行っている場合

- 2021年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）及び2021年分の所得税青色申告
決算書（P1,P2）の控え（2枚）

Å白色申告を行っている場合

- 2021年分の確定申告書第一表の控え
（1枚）

必要 必要 必要

不可

P.32
~44

②

対象月

の売上

台帳等

Å対象月の月間個人事業収入が確認できる売上
台帳等

必要 必要 必要 P.45

③
振込先
の通帳

Å金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、
口座番号、口座名義人が確認できるもの

必要 必要
必要に応じて
変更

P.46

④

本人確

認書類

の写し

Å本人確認書類の写し 必要 必要
必要に応じて

変更
P.47

⑤
宣誓・
同意書

Å給付規程により様式が定められた宣誓・同意
書

※ が必要となります

必要 必要 必要 P.48

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

Ẍ 9
Å申請パターンによって、必要となる証拠書類等が異なります。申請パターンはＰ.10をご確認ください。
Åスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で添付いただけますが、

をお願いします。
Å PDF JPG PNG
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⑥
基準月
※の売上
台帳等

Å 基準月※の月間個人事業収入が確認できる
売上台帳等

必要 不要 不要

不可

P.50

⑦

基準月
※の売上
に係る通
帳等

Å 基準月※の売上に係る振込先の通帳、ネット
バンクのスクリーンショット、取引推移表など

必要 不要 不要 P.51

⑧

基準月
※の売上
に係る1
取引分
の請求
書・領収
書等

Å 基準月※の売上に係る請求書、領収書、納
品書、契約書など

必要 不要 不要 P.52

⑨
右記い
ずれかの
書類

1.
（開業日が2021 1 1 10
31 で、収受日が2021 11
30 であり、 されてい
ること）

2. （地方公共団体が発
行）（事業開始の年月日が2021 1 1

10 31 で、収受日が
2021 11 30 であり、

されていること）

3. 1 2
/

/
（事業開始の年月日が2021 1 1

10 31 で、当該書類の発
行/収受日が2021 11 30 ）

※ 上記3の書類を用いる場合、給付までに通常
よりも時間を要する場合があります

必要 必要 必要
P.76
~77

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

※「基準月」とあるのは、開業月から10月までで売上のある任意の一月をさします。（2021年に開業し、新規開業特
例を用いる場合）
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■

Å 2021 1 1 10 31 であって、かつ、 2021 11 30
であること。

※ ṕe- Tax Ṗされていること。なお、
e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「ṕ Ṗ」を
添付すること。

開業日が2021 1 1

10 31 であること。

されているこ

と。

収受日が202 1 11 30

であること。

B-1 ṕ2021 Ṗ
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■ ṕ Ṗ
Å 2021 1 1 10 31 であって、かつ、

2021 11 30 であること。

※ されていること。

されていること。

収受日が2021 11 30

であること。

開始・廃止・変更等の年月日

が2021 1 1

10 31 であること。

B-1 ṕ2021 Ṗ
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B-2 ṕ Ṗ

、以下の適用条件を満たす場合、
証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます。

Ẍ

基準期間のうち ễṕ Ṗ
新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、 30Ṿ

ễ ṕ Ṗ

Ẍ

S ＝ A － B

S：給付額（給付額の上限はP.20を参照）

A： の個人事業収入の合計

※各月の事業収入について、属する年の所得税青色申告決算書において月次の事業収入が記載されていない場
合又は白色申告の場合には、その年の年間事業収入を12で除した額を用います。

B： の個人事業収入の合計
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算定例1）季節性特例基準期間を2019 年11月～2020年1月とする場合

2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 60 60

20 20年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

202 1年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20

202 2年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

20 10 10 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

A：季節性特例基準期間の事業収入＝60+60+60=180 万円

B：季節性特例対象期間の事業収入＝20+20+20=60 万円

̞ 2019年11月から1月までの月間事業収入合計180万円に対して、2021年11月から2022年1月までの月間事
業収入合計が60万円であり、季節性特例基準期間の同じ期間と比較して50％以上減少しているため給付対象
(上限額50万円)となります。

SḲ180 Ṩ60 = 120 ṯ 50 ṕ Ṗ

Ą 50

算定例2）季節性特例基準期間を2019 年11月～2020 年1月とする場合

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

B-2 ṕ Ṗ

2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

Ḳ600

20 20年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

Ḳ480

202 1年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30

202 2年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

30 10 10 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

対象期間

基準期間

対象期間

A：季節性特例基準期間の事業収入=2019 年の年間事業収入を12で除した額×2（11月分及び12月分）＋
2020年の年間事業収入を12で除した額×1（1月分）
＝600万円÷12×2+480 ÷12×1=140 万円

B：対象期間の月間事業収入＝30+30+30=90 万円

̞ 2019年の11月及び12月分について、2019年の年間事業収入を12で除した金額を用い、2020年の1月分につ
いて、2020年の年間事業収入を12で除した金額を用い、それらの合計140万円に対して、2021年11月から
2022年1月までの月間事業収入合計が90万円であり、30％以上50％未満減少しているため給付対象（上限
額30万円）となります。

SḲ140 Ṩ90 = 50 ṯ 30 ṕ Ṗ

Ą 30
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B-2 ṕ Ṗ

Ẍ 8
Å申請パターンによって、必要となる証拠書類等が異なります。申請パターンはＰ.10をご確認ください。
Åスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で添付いただけますが、

をお願いします。
Å PDF JPG PNG

①
確定申告
書類

ÅP.32 に、必要な年分の以下の
書類
Å青色申告を行っている場合

- 確定申告書第一表の控え（1枚）
- 所得税青色申告決算書（P1,P2）の控え
（2枚）

Å白色申告を行っている場合
- 確定申告書第一表の控え（1枚）

̞ 青色申告・白色申告を問わず、P.32
必要です

必要 必要 必要 必要
P.32
~44

②

の売上

台帳等

Å の 月間事業
収入が確認できる売上台帳等

必要 必要 必要 必要 P.45

③
振込先の
通帳

Å金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、
口座番号、口座名義人が確認できるもの

必要 必要
必要に応じて
変更

不要

(変更不可)
P.46

④
本人確認

書類の写し
Å本人確認書類の写し 必要 必要

必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.47

⑤
宣誓・同意
書

Å給付規程により様式が定められた宣誓・同意
書

※ が必要となりま
す

必要 必要 必要 必要 P.48

⑥
の売

上台帳等

Å 季節性特例基準期間の任意のひと月の月
間個人事業収入が確認できる売上台帳等

必要 不要 不要 不要 P.50

⑦
の売上に
係る通帳等

Å 季節性特例基準期間の任意のひと月の売
上に係る振込先の通帳、ネットバンクのスク
リーンショット、取引推移表など

必要 不要 不要 不要 P.51

⑧
の売上に
係る1取引
分の請求
書・領収書
等

Å 季節性特例基準期間の任意のひと月の売
上に係る請求書、領収書、納品書、契約
書など

必要 不要 不要 不要 P.52

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-
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個人事業収入を比較する2つの月の間に であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類
等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます。
̞ 2019 12 2019 1 2021

10 P.62~ B- 1 

̞ ものとします。同一の事業を行っていた者
に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とします。

─ 81 ─

Â

S＝A－B×5

S：給付額（上限額はP.20参照）

A： 個人事業収入

B： 月間個人事業収入

※「個人事業収入」には、承継を受けて開業した日の属する月（以下、「承継月」という。）以前においては事業を行って
いた者の個人事業収入を含め、承継月以降においては事業の承継を受けた者の個人事業収入を含む。

Â

ṕ Ṗ ẑと比較して、新型コロナウイル
ス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、 30Ṿ している月があること。

※事業の承継を受けて開業した日を含む年において、事業を行っていた者と事業の承継を受けた者のうちの
は、当該年の各月の事業収入は、

12 。

※「個人事業収入」には、承継を受けて開業した日の属する月（以下、「承継月」という。）以前においては事業を行って
いた者の個人事業収入を含め、承継月以降においては事業の承継を受けた者の個人事業収入を含む。
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【給付額の算定例2】2020 年2月に承継を受けた場合

（基準期間：2018年11月～2019 年3月、対象月が2月、事業を行っていた者：白色申告の場合）

̞事業の承継を受けた2020年2月が、個人事業収入を比較する月の間（2019年2月から2022年2月までの間）にあ
るため、特例を用いることが可能。
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2018年

月平均の個人事業収入 年間個人事業収入

30（=360 ÷12） 360

2019年

月平均の個人事業収入 年間個人事業収入

60ṕ=720 ė12Ṗ 720

2021年 2022年

11月 12月 1月 2月 3月

50 50 50 40 50

A：2018 年の基準期間の個人事業収入の月平均×2（60万円）＋
2019 年の基準期間の個人事業収入の月平均×3（180万円）＝240万円

B：2022 年2月の月間個人事業収入：40万円

※2022年2月の月間個人事業収入が40万円であり、
2019 年2月（基準月）を含む年の月平均の個人事業収入60万円と比較して、
30％以上50% 未満減少しているため給付対象（上限額30万円）となります。

40 Ṭ240 Ṩ40 ú5

40 ṯ30 ṕ Ṗ

SḲ 30

A：基準期間の個人事業収入：210万円

B：2021 年12月の月間個人事業収入：30万円

※2021年12月の月間個人事業収入が30万円であり、2019 年12月（基準月）の月間個人事業収入
60万円と比較して50％以上減少しているため給付対象（上限額50万円）となります。

60 Ṭ210 Ṩ30 ú5

60 >50 ṕ Ṗ

SḲ 50

2019年 2020年 基準期間

合計11月 12月 1月 2月 3月

30 60 40 40 40 210

2021年 2022年

11月 12月 1月 2月 3月

40 30 30 25 30

【給付額の算定例1】2021 年11月に承継を受けた場合

（基準期間：2019年11月～2020 年3月、対象月が12月、事業を行っていた者：青色申告の場合）

̞事業の承継を受けた2021年11月が、個人事業収入を比較する月の間（2019年12月から2021年12月までの
間）にあるため、特例を用いることが可能。
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Â 事業を行っていた者又は事業の承継を受けた者の名義に係るもの

①
確定申
告書類

ÅP.32 に、必要な年分の以下の書類
Å青色申告を行っている場合

- 確定申告書第一表の控え（1枚）
- 所得税青色申告決算書（P1,P2）の控え（2枚）

Å白色申告を行っている場合
- 確定申告書第一表の控え（1枚）

̞ 青色申告・白色申告を問わず、P.32
必要です

̞

必要 必要 必要 必要
P.32
~44

Â 事業の承継を受けた者の名義に係るもの

②

対象月

の売上

台帳等

Å対象月の月間個人事業収入が確認できる売上台帳
等

必要 必要 必要 必要 P.45

③
振込先の
通帳

Å金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、
口座番号、口座名義人が確認できるもの

必要 必要
必要に応じて
変更

不要

(変更不可)
P.46

④

本人確

認書類

の写し

Å本人確認書類の写し 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.47

⑤
宣誓・同
意書

Å給付規程により様式が定められた宣誓・同意書

※ が必要となります
必要 必要 必要 必要 P.48

⑥
基準月の
売上台帳
等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の月間
個人事業収入が確認できる売上台帳等

※ 提出が難しい場合はその旨を記載した紙を添付し
てください。（形式自由）

必要 不要 不要 不要 P.50

⑦
基準月の
売上に係
る通帳等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の売上
に係る振込先の通帳、ネットバンクのスクリーン
ショット、取引推移表など

※ 提出が難しい場合は理由書を添付してください

必要 不要 不要 不要 P.51

⑧

基準月の
売上に係
る1取引
分の請求
書・領収
書等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の売上
に係る請求書、領収書、納品書、契約書など

※ 提出が難しい場合は理由書を添付してください

必要 不要 不要 不要 P.52

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

Ẍ 9
Å申請パターンによって、必要となる証拠書類等が異なります。申請パターンはＰ.10をご確認ください。
Åスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で添付いただけますが、

をお願いします。
Å PDF JPG PNG
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⑨
右記いず
れかの書
類

1.

以下の要件が満たされていることが必要で
す

（1）「届出の区分」欄において「」が
選択されていること

（2）事業を行っていた者の確定申告書に
記載の住所・氏名からの事業の引継ぎ
が行われていることが明記されていること

（3）「開業・廃業等日」欄において開業日
が2020 1 1

とされていること
（4）収受日が2022 4 30 で

あること
（5）収受日付印押印されていること

2. 1
/

/
（事業開始の年月日が2020 1 1

にされているこ
と、かつ、当該書類の発行/収受日が
2022 4 30 ）

必要 必要 必要 必要 P.85

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

B-3 ṕ Ṗ

※審査において、必要に応じて承継前後の事業に係る書類等を追加的に求める場合があります。
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■

Å以下の要件が満たされていること。

（1）「届出の区分」欄において「」が選択されていること。

（2）事業を行っていた者の確定申告書に記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが
明記されていること。

（3）「開業・廃業等日」欄において開業日が2020 1 1 とされていること。

（4）収受日が2022 4 30 であること。

̞ ṕe- Tax Ṗされていること。
なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「ṕ Ṗ」を
添付すること。

されていること。

（1）「届出の区分」欄におい

て「 」が選択されて

いる。

（2）事業を行っていた者の

確定申告書に記載の

住所・氏名からの事業

の引継ぎが行われてい

ることが明記されている。

（3）「開業・廃業等日」欄

において開業日が

2020 1 1

とされている。

（4）収受日が2022

4 30 で

あること。

─ 85 ─
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個人事業収入を比較する2つの月の間に、 であって、
以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます。

̞ 2019 12 2019 1 2021 10
P.62~ B- 1 

̞ ṕ= Ṗ ものとし
ます。同一の当該事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付さ
れた申請のみを有効とします。

̞給付額の算定式はP.81~ の【B- 3 事業承継特例（事業の承継を受けた事業者）】の場合と同じです。

─ 86 ─

Â

ṕ Ṗ ẑと比較して、新型コロナウイ
ルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、 30Ṿ している月があるこ
と。
※承継月以前においては事業を行っていた者の個人事業収入を含め、承継月以降においては事業の承継を受けた者の
個人事業収入を含む。
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Â 事業を行っていた者の名義に係るもの

①
確定申
告書類

ÅP.32 に、必要な年分の以下の書
類
Å青色申告を行っている場合

- 確定申告書第一表の控え（1枚）
- 所得税青色申告決算書（P1,P2）の控え
（2枚）

Å白色申告を行っている場合
- 確定申告書第一表の控え（1枚）

̞ 青色申告・白色申告を問わず、P.32
必要です

̞

必要 必要 必要 必要
P.32
~44

Â 事業の承継を受けた者の名義に係るもの

②

対象月

の売上

台帳等

Å対象月の月間個人事業収入が確認できる売上
台帳等

必要 必要 必要 必要 P.45

③
振込先
の通帳

Å金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、
口座番号、口座名義人が確認できるもの

必要 必要
必要に応じて
変更

不要

(変更不可)
P.46

④

本人確

認書類

の写し

Å本人確認書類の写し 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.47

⑤
宣誓・同
意書

Å給付規程により様式が定められた宣誓・同意
書

※ が必要となります

必要 必要 必要 必要 P.48

⑥
基準月
の売上
台帳等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の月間
個人事業収入が確認できる売上台帳等

※ 提出が難しい場合はその旨を記載した紙を添付し
てください。（形式自由）

必要 不要 不要 不要 P.50

⑦

基準月
の売上に
係る通
帳等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の売上
に係る振込先の通帳、ネットバンクのスクリーン
ショット、取引推移表など

※ 提出が難しい場合は理由書を添付してください

必要 不要 不要 不要 P.51

⑧

基準月
の売上に
係る1取
引分の
請求書・
領収書
等

Å 基準月（基準期間の対象月と同じ月）の売上
に係る請求書、領収書、納品書、契約書など

※ 提出が難しい場合は理由書を添付してください

必要 不要 不要 不要 P.52

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-

Ẍ 10

Å申請パターンによって、必要となる証拠書類等が異なります。申請パターンはＰ.10をご確認ください。

Åスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で添付いただけますが、
をお願いします。

Å PDF JPG PNG



1

⑨
右記いず
れかの書
類

1.

以下の要件が満たされていることが必要です

（1）「届出の区分」欄において「」が選択
されていること

（2）事業を行っていた者の確定申告書に記載
の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われ
ていることが明記されていること

（3）「開業・廃業等日」欄において開業日が
2020 1 1

とされていること
（4）収受日付印押印されていること

2. 1
/

/

（事業開始の年月日が2020 1 1

とされていること)

必要 必要 必要 必要 P.89

右記いず
れかの書
類

i.
以下の要件が満たされていることが必要です
⑴ 「5 相続による事業承継の有無」欄において
「 」を選択していること

⑵ 相続開始年月日が であること
⑶ 被相続人の氏名が事業を行っていた者の氏名と
一致していること

ii.
以下の要件が満たされていることが必要です
⑴「死亡年月日」欄が であること
⑵ 「参考事項」欄において「事業承継の有無」を
「 」としていること

⑶ 「事業承継者」の氏名が申請者の氏名と一致し
ていること

iii.
以下の要件が満たされていることが必要です
⑴死亡年月日が であること
⑵氏名の欄に相続人として申請者の氏名が記載さ
れていること

iv.
以下の要件が満たされていることが必要です
⑴死亡年月日が であること
⑵死亡者の氏名が事業を行っていた者の氏名と一
致していること

必要 必要 必要 必要
P.90
~93

※審査において、必要に応じて承継前後の事業に係る書類等を追加的に求める場合があります。

B-3 ṕ Ṗ
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1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-



■

Å以下の要件が満たされていること。

（1）「届出の区分」欄において「」が選択されていること。

（2）事業を行っていた者の確定申告書に記載の住所・氏名からの事業の引継が行われていることが

明記されていること。

（3）「開業・廃業等日」欄において開業日が2020 1 1 の間と
されていること。

̞ ṕe- Tax Ṗされていること。
なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「ṕ Ṗ」を添
付すること。

されていること。

（1）「届出の区分」欄にお

いて「 」が選択さ

れている。

（2）事業を行っていた者の

確定申告書に記載の

住所・氏名からの事業

の引継ぎが行われてい

ることが明記されてい

る。

（3）「開業・廃業等日」欄

において開業日が

2020 1 1

とされている。

B-3 ṕ Ṗ

─ 89 ─



B-3 ṕ Ṗ

■

Å以下の要件が満たされていること。

（1）「5 相続による事業承継の有無」欄において「」を選択していること。

（2）相続開始年月日が であること。

（3）被相続人の氏名が事業を行っていた者の氏名と一致していること。

̞ ṕe- Tax Ṗされていること。
なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「ṕ Ṗ」を
添付すること。

されていること。

（1）「5 相続による事業承

継の有無」欄において

「 」を選択していること。

（2）相続開始年月日が

であること。

（3）被相続人の氏名が事業

を行っていた者（＝死亡

した者）の氏名と一致し

ていること。
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■

Å以下の要件が満たされていること。

（1）「死亡年月日」欄が であること

（2）「参考事項」欄において「事業承継の有無」を「」としていること

（3）「事業承継者」の氏名が申請者の氏名と一致していること

̞ ṕe- Tax Ṗされていること。
なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「ṕ Ṗ」を
添付すること。

されていること。

（1）「死亡年月日」欄が

申請日以前であること。

（2）「参考事項」欄において

「事業承継の有無」を

「 」としていること。

（3）「事業承継者」の氏名が

申請者の氏名と一致し

ていること。
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■

Å以下の要件が満たされていること。

（1）死亡年月日が であること。

（2）氏名の欄に相続人として申請者の氏名が記載されていること。

̞ ṕe- Tax Ṗされていること。
なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「ṕ Ṗ」を
添付すること。

されている。
相続人氏名

死亡年月日準確定

（1）

であること。

（2）氏名の欄に

が記載されていること。
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■

Å以下の要件が満たされていること。

（1）死亡年月日が であること。

（2）死亡者の氏名が事業を行っていた者の氏名と一致していること。

（1）死亡年月日が

申請日以前で

あること。

（2）死亡者の氏名

が事業を行って

いた者の氏名と

一致していること。
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2018 2019 場合であって、以下の適用条件を満たす
場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます。

■

対象期間内に、 ṕ Ṗ
ṕ Ṗ 新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断に
よらず、 30Ṿ していること。

■

S Ḳ ṕ P.20 Ṗ

A Ḳ ể Ễ 3 11 12 ṕ Ṗ

※白色申告等の場合、罹災した年の前年の年間個人事業収入÷12×5

B Ḳ

S ṬA Bú5

Â例 罹災特例基準期間

S ṬA Bú5

AḲ ể Ễ 3 11 12 ṕ Ṗ

Ṭṕ60ṧ50ṧ40ṧ50ṧ60Ṗ=260

BḲ Ṭ20

※ 2018年の11月の月間事業収入合計50万円に対して、2021年11月の月間事業収入が20万円であり、罹災特例準

期間の同じ月と比較して50％以上減少しているため給付対象(上限額50万円)となります。

260 - 20ú5Ṭ160 ṯ50 ṕ Ṗ

SḲ 50

対象月

2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

60 50 40 40 40 40 40 40 40 40 50 60

2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

20 20年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

202 1年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 20 30

202 2年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

30 30 30 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・
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Ẍ 9
Å申請パターンによって、必要となる証拠書類等が異なります。申請パターンはＰ.10をご確認ください。
Åスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で添付いただけますが、

をお願いします。
Å PDF JPG PNG

①
確定申
告書類

Å 確定申告書第一表の控え（3枚）
,2020 ,2021

【青色申告を行っている場合】
確定申告書第一表の控え及び所得税青
色申告決算書の控え

【白色申告を行っている場合】
確定申告書第一表の控え

※青色申告・白色申告を問わず、3 必要です

必要 必要 必要 必要
P.32
~44

②

対象月

の売上

台帳等

Å対象月の月間個人事業収入が確認できる売上
台帳等

必要 必要 必要 必要 P.45

③
振込先
の通帳

Å金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、
口座番号、口座名義人が確認できるもの

必要 必要
必要に応じて
変更

不要

(変更不可)
P.46

④

本人確

認書類

の写し

Å本人確認書類の写し 必要 必要
必要に応じて

変更

不要

(変更不可)
P.47

⑤
宣誓・同
意書

Å給付規程により様式が定められた宣誓・同意
書

※ が必要となります

必要 必要 必要 必要 P.48

⑥
基準月
の売上
台帳等

Å 基準月（罹災した年の前年の対象月と同じ
月）の月間個人事業収入が確認できる売
上台帳等

必要 不要 不要 不要 P.50

⑦

基準月
の売上に
係る通
帳等

Å 基準月（罹災した年の前年の対象月と同じ
月）の売上に係る振込先の通帳、ネットバン
クのスクリーンショット、取引推移表など

必要 不要 不要 不要 P.51

⑧

基準月
の売上に
係る1取
引分の
請求書・
領収書
等

Å 基準月（罹災した年の前年の対象月と同じ
月）の売上に係る請求書、領収書、納品書、
契約書など

必要 不要 不要 不要 P.52

⑨
罹災証
明書等

Å2018 2019 に罹災したことを証明
する罹災証明書等

必要 必要 必要 必要 P.96

1
申請ID発番
事前確認
継続支援無

2
申請ID発番
事前確認
継続支援有

4
マイページログイン

-

3
マイページログイン

-
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■

2018 2019 に罹災したことを証明する罹災証明書等（自らの事業用資産が損壊等の被害を受け

たことを行政機関が証した公的証明）を添付してください。

̞罹災証明書等は発行する地域によって名称が異なる場合があるため、同義の書類であれば証拠書類等として

認められます。
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通常申請

申請時の注意事項

特例申請

1.P.16

2.P.26

P.55

P.97

1.P.2

はじめに

2.P.8

̞

̞



1. 添付ファイルにパスワードが設定されている

2. 画像がぼやけて情報が判読できない

3. 撮影時の角度により、必要な情報が撮影範囲から見切れている

1.パスワードが設定されている 2.ぼやけている 3.見切れている

1. 確定申告書第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている

2. 該当する年のものではない古い確定申告書が添付されている

3. 申請画面で入力した年間事業収入金額と、確定申告書に記載されている年間事業収入金額が異なる

4. 収受日付印がない

5. e-Taxの受信通知（メール詳細）の添付がない

4.参考：収受日付印例 5.参考：e-Taxの受信通知（メール詳細）

※給付要件を満たさないおそれがある場合は、追加証憑の提出を依頼し、さらに審査にお時間をいただく場合があります。

̞収入金額の差異が新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金や新型コロナウイルス感染症対策として
地方公共団体による休業・営業時間短縮営業に伴い支払われる協力金などを除いたことによるものである場合
を除く
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6.申告内容の更正を請求している場合、更正の請求書ではなく更正通知書が必要になります

̞「更正通知書」は更正前・更正後の所得金額のみ記載されており、収入金額の把握ができないため、
更正の請求を実施した際の計算元となった収入や経費を示す書類を追加で添付する必要があります

参考：更正の請求書参考：更正通知書
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1. 売上台帳の売上と、対象月の売上が一致しない

2. 売上台帳の月と、対象月が一致しない

3. 売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、請求書等を添付している

4. 今年の対象月の台帳ではなく、昨年の売上台帳を添付している

5. 添付された売上台帳の月が対象期間外

基本的な事項（対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額等）が記載されている書類であれ
ば、フォーマットの指定はありません。経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上台帳など
でも構いません。
※添付するデータの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

2021年12月分

Ḳ

ṕ Ṗ

0
[0 ]

[ ]
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12/10 20,000

12/20 500 10,000

12/30 3 35,500

65,500



申請画面に入力した氏名と本人確認書類に記載されている氏名が一致しない

1. 通帳の表紙、1-2ページ目以外のページが添付されている

2. 普通・当座以外の口座が登録されている

(貯蓄預金、通知預金、定期預金、融資返済専用口座：カードローン通帳の口座は受け付けられませ
ん)

3. 通帳の金融機関コードと登録された金融機関コードが一致しない

(金融機関コードは銀行コードと表示されている場合もあります)

4. 通帳の支店コードと登録された支店コードが一致しない

(支店コードは店舗コードと表示されている場合もあります)

5. 通帳の口座番号と登録された口座番号が一致しない

(口座番号は７桁の半角数値です。7桁に満たない場合は、先頭に「０」を入力してください)

6. 通帳の口座名義と、登録された口座名義が異なる。

（例えば、法人格を省略、屋号を追加する、使用不可能な文字が利用されている）

ṕ Ṗ

個人番号カード 改姓 ﾆﾎﾝﾀﾛｳ ｼﾞｷﾞｮｳﾌｯｶﾂﾀﾛｳ

在留カード 英字表記 JIGYOUHUKKATSU TARO ｼﾞｷﾞｮｳﾌｯｶﾂﾀﾛｳ

【不一致理由が改姓の場合】
氏名表記の不一致理由が改姓の場合、旧姓及び新姓の分かる公的書類の添付が必要になります

【不一致理由が英字表記の場合】
本人確認書類記載の氏名が英字/外国語表記の場合、入力内容も同様にする必要がございます
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●全般

金融機関の統合・合併等で古い通帳（口座情報）のままの申請、口座解約や口座が凍結されている等の
場合、 振込ができないことがございます。振込可能な通帳かどうか取り扱い金融機関にご確認の上、申請を
お願いいたします。

●ゆうちょ銀行の方

「記号・番号」ではなく、銀行使用欄に記載の「店名・店番・預金種目・口座番号」を入力ください。

不明な場合は、ゆうちょ銀行のホームページ等でご確認ください。

●ネット銀行の電子通帳の方

金融機関コード・支店コード・口座名義(ｶﾀｶﾅ)を正しくご入力ください。

●口座名義の入力

口座名義等に半角スペースがある場合は、半角スペースを忠実に入力ください。

例)誤：ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔｼﾞｷﾞｮｳﾌｯｶﾂｼｴﾝｷﾝ→ 正：ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔｼﾞｷﾞﾖｳﾌﾂｶﾂｼｴﾝｷﾝ

小さい「ｯ」や「ｮ」などは使用できません。大きい「ﾂ」「ﾖ」などに置き換えてご入力ください。

例)誤：ﾆｯﾎﾟﾝ→ 正：ﾆﾂﾎﾟﾝ

中黒点「・」は、ピリオド「．」又はスペースを使用してください。

例)誤：ｲﾁ･ﾆ･ｻﾝ→ 正：ｲﾁ.ﾆ.ｻﾝ又は ｲﾁﾆｻﾝ

カナ長音文字(－)は、半角ハイフン、マイナス( - )を使用してください。

例)誤：ﾄｰｷﾖ→ー 正：ﾄ-ｷﾖ-
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ú Ṇ

通帳に記載のない入力をしている JIGYOUHUKKATSUSHIEN ｼﾞｷﾞﾖｳﾌﾂｶﾂｼｴﾝ

名義の後に「サマ」を入力しているｼﾝｾｲｼﾞﾛｳｻﾏ ｼﾝｾｲｼﾞﾛｳ

法人略語の相違
̞ 口座名義（カナ）の記載の通り
ご記入ください

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ ｶ)

濁音で入力していない
̞ 口座名義（カナ）の記載の通り
ご記入ください

ｶﾌﾞｼｷｶｲｼﾔ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ

口座名義が不明な場合は、取り扱いの金融機関にお問い合わせください。

数字 0123456789

英字 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ｶﾅ文字 ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜｦﾝ

濁点・半濁点 ﾞ゚

記号 ¥. ( ) - / 「」スペース
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• と事業復活支援金の が
。

̞本人確認書類に記載の通りに番地・ビルマンション名等までを入力しないことによる不備が多く発生していま
す。

見本

ṕ Ḳ Ṗ

̞引っ越しして住所を変更している場合は、変更後
の住所が確認できる本人確認書類を添付すると
ともに、引っ越し後の住所を入力してください。
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東京都

千代田区霞が関
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Å 書類が添付されている。

Å宣誓・同意書に記入された宣誓・同意日付が になっている。

Å宣誓・同意書が見切れている
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（例1）見切れておらず、宣誓・同意日付が の日付となっている

（例2）見切れており、宣誓・同意日付が の日付となっている



2020 12

1 1 に がつけ
られていない。または、金額が一致していない場合にその理由の記載がない。

※基本的な事項（基準月、日付、商品名、取引金額、合計金額等）が記載されている書類であれば、
フォーマットの指定はありません。経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも
構いません。

※添付するデータの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
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12/10 20,000

12/20 500 10,000

12/30 3 35,500

65,500

2020 12

500

3

65,500



2020/5/30

2020/5/30
2020/5/30
2020/5/30
2020/5/30
2020/5/30
2020/5/30
2020/5/30

2020/5/30
2020/5/30

50000
50000

50000
50000

50000
50000

50000
50000
50000
50000

5月計 350000

12月計 350000

※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
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Å添付された が と一致していない。

Å 1 1 に が
つけられていない。または、金額が一致していない場合にその理由の記載がない。

2020/12/30

2020/12/30
2020/12/30
2020/12/30
2020/12/30
2020/12/30
2020/12/30
2020/12/30

2020/12/30
2020/12/30

50000
50000

50000
50000

50000
50000

50000
50000
50000
50000



Å基準月の売上に係る通帳等に記載された金額と、基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
に記載された金額が一致していない
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